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一
、
問
題
の
所
在

近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
を
め

ぐ
る
議
論
は
、
経
済
発
展
の
足
枷
と
し
て
の
ギ
ル
ド
と
い
う
古
典

的
な
見
方
を
根
底
か
ら
覆
し
、
新
し
い
視
点
か
ら
の
ギ
ル
ド
研
究

に
道
を
開
い
た
（
2
）
。
特
に
、
再
評
価
論
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
エ

プ
ス
タ
イ
ン
が
、
ギ
ル
ド
の
主
た
る
存
在
理
由
の
ひ
と
つ
に
技
術

教
育
の
場
と
し
て
の
役
割
を
あ
げ
た
こ
と
は
、
親
方
に
よ
る
若
年

者
の
労
働
の
搾
取
や
、
創
造
性
に
欠
け
る
技
術
伝
達
と
い
う
否
定

的
な
見
方
が
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
ギ
ル
ド
の
徒
弟
制
度
に
、
新
た

な
光
を
あ
て
た
と
言
え
る
（
3
）
。
エ
プ
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
ギ
ル
ド

を
メ
ン
バ
ー
の
独
占
利
益
保
持
の
た
め
の
機
関
と
み
る
の
は
、
規

約
な
ど
の
字
句
に
と
ら
わ
れ
た
評
価
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
強

制
力
は
実
際
に
は
幻
想
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
ギ
ル
ド
が
労

働
市
場
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
技
術
革
新
に
反
対
し
た
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
も
、
個
別
の
ギ
ル
ド
の
現
実
の
行
動
を
み
る
と
、
当
局
や
商

人
勢
力
と
の
関
係
、
経
済
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
柔
軟
に
変
化
し
て

い
る
場
合
が
多
く
、
適
切
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
ギ
ル
ド
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
五
〇
〇
年
以
上
も
存
続
し
た
最
大
の
理
由
は
、
熟
練
労

働
力
の
教
育
と
供
給
の
た
め
の
制
度
的
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
た

こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
も
そ
も
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
が
、
前
近
代
手
工
業
の
技
術
は
「
暗
黙
知
」
で
あ
る
た
め
教

育
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
と
認
識
し
た
の
が
間
違
い
で
あ
る

と
述
べ
、
教
育
の
コ
ス
ト
を
分
配
し
、
徒
弟
と
親
方
の
双
方
の
恣

意
や
フ
リ
ー
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
抑
制
す
る
調
整
機
関
と
し
て
働
い

た
ギ
ル
ド
の
重
要
性
を
説
く
（
4
）
。

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

│
│
産
業
革
命
前
夜
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る

絹
産
業（
一
七
七
〇
年
―
一
八
三
四
年
）を
一
例
と
し
て
（
1
）
│
│

山

道

佳

子

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
〇
七
（
一
〇
七
）



こ
の
よ
う
な
新
た
な
ギ
ル
ド
を
め
ぐ
る
議
論
の
ベ
ー
ス
と
な
っ

て
い
る
多
く
の
個
別
研
究
は
、
従
来
の
よ
う
に
ギ
ル
ド
規
約
や
法

的
・
制
度
的
文
書
を
中
心
に
し
た
分
析
で
は
な
く
、
具
体
的
な
都

市
・
業
種
の
ギ
ル
ド
を
対
象
と
し
て
、
け
っ
し
て
一
枚
岩
で
は
な

い
親
方
た
ち
、
そ
の
下
で
働
く
職
人
や
徒
弟
、
対
抗
勢
力
で
あ
る

商
人
組
織
、
市
当
局
な
ど
、
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
の
特
質

や
行
動
、
相
互
関
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
や
組
織
の
史
料
か
ら

実
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

個
別
研
究
が
何
よ
り
も
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
時
代
、
地
域
、
業

種
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ギ
ル
ド
が
個
別
で
あ
り
特
殊
で
あ
っ

て
、
特
定
の
事
例
か
ら
全
体
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ギ
ル
ド
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
エ
プ
ス

タ
イ
ン
と
オ
ー
グ
ル
ヴ
ィ
の
論
争
も
、
前
者
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト

や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
事
例
を
、
後
者
が
ド
イ
ツ
、
な
か
で
も
ヴ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
業
の
事
例
を
主
た
る
論
拠
と
し

て
い
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
言
え
よ
う
（
5
）
。

本
稿
で
は
、
こ
う
い
っ
た
ギ
ル
ド
を
め
ぐ
る
議
論
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
広
が
り
の
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
ス
ペ
イ
ン
の
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹

産
業
を
扱
う
（
6
）
。
一
八
世
紀
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
は
百
を
超
え
る
ギ
ル

ド
が
あ
り
、
う
ち
お
よ
そ
八
〇
が
手
工
業
ギ
ル
ド
で
、
絹
を
扱
う

手
工
業
は
七
つ
の
ギ
ル
ド
に
組
織
さ
れ
て
い
た
（
7
）
（【
表
1
】
参
照
）。

ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
後
の
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
王
権
は
、
社
会
的
財
政

的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
と
し
て
ギ
ル
ド
を
利
用
し
た
た
め
、
こ

の
時
期
の
ギ
ル
ド
は
あ
る
意
味
活
性
化
し
、
一
七
三
〇
年
代
以
降

の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
は
、
ギ
ル
ド
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
生
産
活

動
と
ギ
ル
ド
の
統
制
に
よ
ら
な
い
自
由
競
争
に
よ
る
経
済
活
動
が

共
存
し
た
。
本
稿
で
主
に
取
り
上
げ
る
絹
の
織
布
（
ギ
ル
ド
と
し

て
は
「
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
」）
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造

（
ギ
ル
ド
と
し
て
は
「
手
編
み
帽
子
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
お
よ
び
他

の
針
と
編
み
機
を
使
う
製
品
製
造
者
の
ギ
ル
ド
」、
た
だ
し
以
下

「
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
」
と
す
る
（
8
）
）
は
、
世
紀
後
半
の

植
民
地
交
易
の
自
由
化
を
受
け
、
輸
出
向
け
の
贅
沢
品
あ
る
い
は

「
ポ
ピ
ュ
ラ
ッ
ク
ス
商
品
」
製
造
業
と
し
て
大
き
く
成
長
し
（
9
）
、
の

ち
に
捺
染
綿
布
工
業
や
綿
織
物
工
業
に
関
わ
る
企
業
家
を
多
く
輩

出
し
た
分
野
で
あ
る
（
10
）
。
本
稿
で
見
る
よ
う
に
、
両
ギ
ル
ド
は
一
九

世
紀
に
入
っ
て
も
多
く
の
徒
弟
を
受
け
入
れ
、
親
方
資
格
を
出
し

つ
づ
け
、
一
八
三
四
／
三
六
年
の
自
由
主
義
政
府
に
よ
る
解
散
に

至
る
ま
で
衰
退
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
11
）
。
こ
の
よ
う
に
産
業
革
命

期
に
至
る
ま
で
有
効
に
機
能
し
た
と
推
測
さ
れ
る
ギ
ル
ド
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
の
文
脈
に
お

い
て
、
広
く
ギ
ル
ド
史
研
究
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
〇
八
（
一
〇
八
）



ま
た
、
こ
れ
ま
で
ギ
ル
ド
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外

に
あ
っ
た
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
綿
工
業
と
、
農
村

部
で
の
毛
織
物
工
業
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
産
業
革
命
と
プ
ロ
ト
工
業

化
の
議
論
に
、
ギ
ル
ド
に
組
織
さ
れ
た
都
市
で

の
産
業
の
一
例
を
加
え
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン

の
工
業
化
と
近
代
化
の
よ
り
多
面
的
な
理
解
に

繋
が
る
で
あ
ろ
う
（
12
）
。

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
の
ギ
ル

ド
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ギ

ル
ド
研
究
の
盛
り
上
が
り
の
中
で
は
か
な
り
遅

れ
た
と
は
言
え
、
こ
こ
数
年
急
速
に
注
目
を
集

め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
13
）
。
特
に
そ
れ
ま

で
都
市
や
地
方
を
単
位
と
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
議

論
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
二
〇
一
四
年

九
月
の
マ
ド
リ
ー
ド
で
の
「
ス
ペ
イ
ン
経
済
史

学
会
大
会
」
に
お
け
る
部
会
討
論
（
14
）
と
、
そ
こ
で

の
報
告
論
文
を
中
心
と
し
た
『
ア
レ
ア
ス
』
ギ

ル
ド
研
究
特
集
号
の
刊
行
（
二
〇
一
五
年
（
15
）
）、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
史
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
下

部
組
織
と
し
て
の
「
ス
ペ
イ
ン
労
働
史
研
究
ネ

【表 1】 18世紀バルセローナ市における絹を扱う 7つの手工業ギルド

実際の人数

200人以上
（1764年）＊1

450人以上
（1790年）＊2

出典：徴税台帳による人数（1729年）はMolas（1970）, pp. 254�256、1770年以降の人数は筆者の調査による
（AHCB, Cadastre, Personal , 1771 ; 1791 ; 1801）。

＊1：同ギルドが聖木曜日に出した「サンタ・アスピーナ山車行列」信心会の人数。Molas（1970）, p. 487.
＊2：1785年から 1789年の 5年間にギルド総会に出席している親方と新たに親方資格を取得した職人。筆者の調

査による。AHPB, V. Gibert , 1072/12�13.
＊3：ただし、2つのギルドに属する親方の数は含まない（職人と親方の区別なく 1790年には 18人、1800年には

19人が申告されている）。
＊4：撚糸工ギルドは 1793年の王令により解散させられたが、徴税台帳には記録が存在する。

徴税台帳による親方の数

1800年

73

30＊3

69

32

43

20＊4

15

1790年

87

30＊3

69

33

41

35

16

1770年

69

34

54

39

41

32

14

1729年

86

39

45

45

53

22

15

ギルド
設立

1533年

1505年

1496年

1548年

1572年

1619年

1619年

当時の史料での名称
（カタルーニャ語）

velers

perxers

barreters d’agulla , fabri-
cants de mitjas y demes
maniobras d’agulla y taler
（mitgers）

velluters

passamaners

retorsedors de seda

tintorers de seda

ベール織り
職人
（絹の織布工）

リボン織り
職人

ストッキン
グ製造者

ベルベット
織り工

飾り紐職人

絹撚糸工

絹染色工

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
〇
九
（
一
〇
九
）



ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
創
設
な
ど
に
力
を
得
て
、
新
た
な
視
点
に
よ
る

個
別
研
究
や
比
較
研
究
の
試
み
が
出
て
き
て
い
る
（
16
）
。
筆
者
が
参
加

す
る
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
大
学
の
研
究
グ
ル
ー
プ
《
労
働
と
ジ
ェ
ン
ダ

ー
（T

IG
）》
が
主
催
す
る
「
労
働
の
歴
史
」
研
究
大
会
に
お
い

て
も
、
労
働
と
報
酬
を
テ
ー
マ
と
し
た
二
〇
一
五
年
六
月
の
第
一

五
回
大
会
に
お
い
て
、
マ
ド
リ
ー
ド
、
バ
レ
ン
シ
ア
、
バ
ル
セ
ロ

ー
ナ
の
複
数
の
ギ
ル
ド
の
徒
弟
契
約
と
報
酬
に
つ
い
て
議
論
が
な

さ
れ
、
徒
弟
の
無
償
労
働
を
定
め
る
場
合
が
大
半
を
占
め
る
手
工

業
ギ
ル
ド
の
徒
弟
契
約
に
つ
い
て
、
代
償
と
し
て
の
技
術
教
育
と

身
分
保
障
、
宿
泊
、
飲
食
そ
の
他
と
、
農
村
か
ら
都
市
に
出
る
機

会
を
与
え
る
制
度
と
し
て
の
機
能
を
考
え
る
と
、
労
働
の
搾
取
と

い
う
見
方
は
あ
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
言
が
相
次
ぎ
、

賃
金
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
労
働
報
酬
を
合
理
的
に
評
価
す
る
方

法
を
構
築
す
る
必
要
が
確
認
さ
れ
た
（
17
）
。
翌
二
〇
一
六
年
五
月
の
第

一
六
回
大
会
は
ギ
ル
ド
研
究
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
さ
れ
、
フ
ラ

ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
と
の
比
較
の
視
点
も
入
れ
て
、
女
性
と
ギ
ル
ド

の
関
係
を
含
め
、
ギ
ル
ド
お
よ
び
ギ
ル
ド
メ
ン
バ
ー
の
経
済
活
動

全
般
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
（
18
）
。
後
者
の
報
告
集
は
、
バ
ル
セ
ロ
ー

ナ
大
学
か
ら
《
労
働
の
歴
史
研
究
叢
書
》
の
一
冊
と
し
て
刊
行
予

定
で
あ
る
（
19
）
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
や
議
論
を
ふ
ま
え
、
当
該
時
期

に
繁
栄
し
た
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
の
絹
を
扱
う
手
工
業
を
対
象
と
し

て
、
徒
弟
制
度
の
実
態
に
接
近
し
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

二
、
史
料
と
研
究
方
法

本
稿
で
は
一
八
世
紀
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
を
扱
う
七
つ
の
ギ
ル

ド
か
ら
、「
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
」
と
「
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製

造
者
ギ
ル
ド
」
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
、
比
較
対
象
と
し
て

「
撚
糸
工
ギ
ル
ド
」
に
言
及
す
る
（
20
）
。
前
者
二
つ
は
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
技
術
革
新
や
資
本
主
義
的
生
産
を
取
り
入
れ
、
市
場

を
睨
ん
だ
柔
軟
な
生
産
に
よ
り
、
当
該
時
期
に
経
済
的
に
繁
栄
し

た
分
野
で
あ
り
、
ギ
ル
ド
の
メ
ン
バ
ー
や
豊
か
な
親
方
の
数
も
多

か
っ
た
。
撚
糸
業
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
い
て
は
近
代
的
な
生
産

様
式
へ
の
移
行
が
起
こ
ら
ず
、
織
布
業
へ
の
統
合
を
望
む
有
力
な

ベ
ー
ル
織
り
親
方
ら
の
要
求
と
、
啓
蒙
主
義
政
府
の
政
策
に
よ
り
、

一
七
九
三
年
の
王
令
で
ギ
ル
ド
が
解
散
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

基
本
史
料
と
し
て
は
、
組
織
と
し
て
の
ギ
ル
ド
文
書
と
し
て
、

「
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
歴
史
文
書
館A

rxiu
H

istòric
de

la
C

iutat

de
B

arcelona

（
以
下A

H
C

B

と
略
記
）」
に
収
め
ら
れ
て
い
る

ギ
ル
ド
規
約
、
徒
弟
・
職
人
・
親
方
登
録
名
簿
、
公
証
人
文
書
と

し
て
「
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
公
証
人
文
書
館A

rxiu
H

istòric
de

Pro-

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
一
〇
（
一
一
〇
）



tocols
de

B
arcelona

（
以
下A

H
PB

と
略
記
）」
に
、
記
録
し

た
公
証
人
ご
と
に
残
さ
れ
て
い
る
徒
弟
契
約
、
親
方
資
格
授
与
記

録
、
ギ
ル
ド
総
会
議
事
録
を
利
用
す
る
。
ギ
ル
ド
文
書
に
つ
い
て

は
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
は
一
八
三
四
年
に
ギ
ル
ド
解
散
令

を
受
け
て
「
リ
ボ
ン
織
り
職
人
ギ
ル
ド
」「
ベ
ル
ベ
ッ
ト
織
工
ギ

ル
ド
」
と
と
も
に
「
絹
織
物
業
組
合C

ol.legide
l´A

rte
M

ajor

de
la

Seda

（C
A

M
S

）」
に
組
織
さ
れ
た
た
め
、
こ
こ
に
記
録
が

受
け
継
が
れ
、
比
較
的
多
く
の
部
分
が
残
っ
て
い
る
。
一
方
、
ス

ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
組
織
と
し
て

の
文
書
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
ギ
ル
ド
規
約
で
さ
え
も
、
商
業
委
員

会
（Junta

de
C

om
erç

）
と
の
や
り
取
り
や
ギ
ル
ド
総
会
議
事

録
に
、
写
し
や
草
案
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
（
21
）
。「
親

方
資
格
授
与
記
録
」
と
「
ギ
ル
ド
総
会
議
事
録
」
は
、
各
ギ
ル
ド

の
記
録
担
当
公
証
人
さ
え
判
明
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
公
証
人
文

書
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
（
22
）
、「
徒
弟
契
約
」
は
親
方
と
徒
弟
本
人
、

あ
る
い
は
父
か
母
か
保
証
人
の
間
の
私
的
な
契
約
で
あ
り
、
口
答

の
み
で
交
わ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
（
23
）
。
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
は

徒
弟
契
約
を
公
証
人
の
前
で
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、

文
書
が
見
つ
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
ほ
ぼ
完
全
な
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
の
徒
弟
契
約
は

一
件
も
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

参
照
す
る
こ
と
の
で
き
た
徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授
与
記
録
は
、

ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
徒
弟
契
約
が
一
七
八
二
年
か
ら
一
八
二
四
年

ま
で
の
一
一
二
二
件
（
九
四
五
人
分
）、
親
方
資
格
授
与
記
録
が

一
七
七
〇
年
か
ら
一
八
三
四
年
ま
で
の
六
二
二
件
、
ス
ト
ッ
キ
ン

グ
製
造
者
ギ
ル
ド
の
親
方
資
格
授
与
記
録
は
一
七
七
〇
年
か
ら
一

八
一
七
年
ま
で
と
一
八
二
五
年
か
ら
三
八
年
ま
で
の
計
八
一
八
件
、

撚
糸
工
に
つ
い
て
は
徒
弟
契
約
が
一
七
六
〇
年
か
ら
六
二
年
ま
で

の
二
九
件
、
親
方
資
格
授
与
記
録
が
一
七
六
〇
年
か
ら
七
五
年
ま

で
の
五
一
件
で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
の
登
録

名
簿
か
ら
は
、
一
七
八
八
年
か
ら
一
八
三
四
年
ま
で
の
一
〇
八
〇

人
分
の
徒
弟
（
お
よ
び
受
け
入
れ
た
親
方
）
の
氏
名
、
一
八
〇
七

年
と
一
八
一
八
年
か
ら
三
四
年
ま
で
の
三
二
五
人
分
の
職
人
（
お

よ
び
雇
い
入
れ
た
親
方
）
の
氏
名
、
一
七
七
〇
年
か
ら
一
八
三
四

年
ま
で
の
五
〇
三
人
分
の
親
方
資
格
取
得
者
の
氏
名
を
得
た
（
た

だ
し
一
七
七
二
、
七
三
、
九
三
、
九
四
、
九
六
か
ら
一
八
〇
六
、

一
八
〇
九
か
ら
一
三
、
一
六
、
一
七
、
一
八
二
一
か
ら
二
三
年
に

つ
い
て
は
記
録
が
欠
け
て
い
る
）。
以
上
の
う
ち
、
ベ
ー
ル
織
り

職
人
の
徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授
与
記
録
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造

者
の
親
方
資
格
授
与
記
録
の
一
七
九
〇
年
か
ら
一
八
一
七
年
の
分

の
調
査
は
、
ア
ン
ジ
ャ
ル
ス
・
ス
ラ
ー
と
の
共
同
研
究
と
し
て
行

な
っ
た
（
24
）
。

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度
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一
一
一
）



以
下
、
ギ
ル
ド
規
約
の
規
定
と
徒
弟
契
約
か
ら
ギ
ル
ド
に
お
け

る
技
術
教
育
の
内
容
を
概
観
し
た
後
、
徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授

与
数
の
推
移
を
見
て
か
ら
、
徒
弟
契
約
文
書
の
冒
頭
に
書
か
れ
る

父
親
の
職
業
と
居
住
地
に
よ
り
、
地
理
的
社
会
的
流
動
性
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
つ
づ
い
て
初
め
て
徒
弟
契
約
を
結
ぶ
年
齢
、
徒
弟

か
ら
職
人
を
経
て
親
方
に
な
っ
た
割
合
、
経
過
し
た
年
月
な
ど
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授
与
記
録
が
残
っ
て

お
り
、
ギ
ル
ド
へ
の
徒
弟
・
職
人
・
親
方
の
登
録
名
簿
が
残
っ
て

い
る
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を

つ
き
合
わ
せ
て
個
人
を
特
定
し
て
い
く
方
法
に
よ
り
、
再
現
を
試

み
た
（
25
）
。
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
は
、
徒
弟
契
約

文
書
が
な
い
た
め
、
親
方
資
格
授
与
記
録
と
ギ
ル
ド
総
会
の
議
事

録
等
の
内
容
か
ら
、
わ
か
る
範
囲
で
分
析
を
行
な
う
。
撚
糸
工
の

徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授
与
記
録
に
つ
い
て
は
、
分
析
結
果
を
比

較
対
象
と
し
て
参
照
す
る
。

三
、
ギ
ル
ド
規
約
と
徒
弟
契
約

こ
れ
ら
の
ギ
ル
ド
で
の
技
術
教
育
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
得

る
た
め
に
、
ま
ず
は
ギ
ル
ド
規
約
を
み
て
み
よ
う
。「
ベ
ー
ル
織

り
職
人
ギ
ル
ド
」
の
規
約
（
一
七
三
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
同
ギ
ル

ド
の
徒
弟
は
同
市
に
居
住
す
る
親
方
の
家
で
連
続
四
年
間
、
親
方

の
家
で
寝
泊
ま
り
し
、
食
事
を
し
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
第
一
条
）。
そ
の
後
、
親
方
に
な
る
た
め
に
は
三
年
間
、
職
人
と

し
て
親
方
の
家
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
・
五
条
）。

親
方
の
息
子
は
、
徒
弟
と
し
て
四
年
と
職
人
と
し
て
三
年
の
修
行

を
免
除
さ
れ
、
親
方
の
娘
婿
は
職
人
と
し
て
の
三
年
間
の
み
免
除

さ
れ
る
（
第
四
条
）。
ま
た
、
い
か
な
る
親
方
も
徒
弟
を
一
人
以

上
お
い
て
は
な
ら
ず
、
二
人
目
の
徒
弟
に
つ
い
て
は
四
年
間
の
必

要
な
修
業
期
間
に
数
え
な
い
（
第
六
条
）、
と
あ
る
（
26
）
。
徒
弟
の
人

数
を
制
限
す
る
の
は
、
徒
弟
へ
の
教
育
の
質
を
保
障
す
る
た
め
と

い
う
建
前
で
あ
る
が
、
各
工
房
の
生
産
規
模
を
制
限
す
る
意
味
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
徒
弟
契
約
の
デ
ー
タ
を
親
方
別

に
整
理
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
次
の
徒
弟
と
の
契
約

の
間
は
四
年
以
上
空
い
て
お
り
、
こ
の
規
定
が
実
効
性
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
様
に
、「
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
」
の
規
約
（
一
七

五
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
徒
弟
は
親
方
の
家
ま
た
は
工
房
で
三
年
間
、

そ
の
後
二
年
間
は
職
人
と
し
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第
三

条
）、
い
か
な
る
親
方
も
二
人
以
上
の
徒
弟
を
お
い
て
は
な
ら
な

い
、
た
だ
し
親
方
が
飾
り
紐
職
の
親
方
を
兼
ね
る
場
合
に
は
別
に

そ
の
職
業
の
徒
弟
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
（
第
五
条
）
と
あ
る
。

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
業
は
、
正
式
に
は
「
手
編
み
帽
子
と
ス
ト
ッ

史
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キ
ン
グ
お
よ
び
他
の
針
と
編
み
機
を
使
う
製
品
製
造
者
」
で
あ
り
、

有
力
な
親
方
の
な
か
に
は
飾
り
紐
職
を
兼
ね
る
も
の
が
少
な
く
な

か
っ
た
。
ま
た
同
ギ
ル
ド
は
、
徒
弟
あ
る
い
は
職
人
と
し
て
の
修

行
の
期
間
に
つ
い
て
、「
親
方
の
息
子
や
娘
婿
を
他
の
徒
弟
と
区

別
し
な
い
」
と
定
め
る
（
第
一
五
条
）。
親
方
の
息
子
に
は
徒
弟

や
職
人
と
し
て
の
修
行
を
免
除
す
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
た
い
へ
ん
珍
し
い
と
言
え
る
。

「
ベ
ー
ル
織
り
職
人
」
は
徒
弟
契
約
を
ギ
ル
ド
の
定
め
た
公
証

人
の
前
で
結
ぶ
こ
と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、「
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製

造
者
」
は
親
方
が
三
リ
ウ
ラ
を
ギ
ル
ド
に
支
払
い
、
ギ
ル
ド
の
リ

ス
ト
に
登
録
す
る
と
定
め
る
（
27
）
。
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
繊
維
産
業
の
職

人
の
賃
金
に
つ
い
て
は
デ
ー
タ
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
支
払
い
帳
簿
が
残
っ
て
い
る
建
設
業
の
場
合
、
三
リ
ウ
ラ

は
親
方
で
は
な
い
職
人
の
五
日
分
（
一
七
七
〇
年
当
時
）
か
ら
三

日
分
（
一
七
九
八
年
）
の
日
当
に
あ
た
る
（
28
）
。
親
方
が
職
人
に
支
払

う
賃
金
の
規
定
が
あ
る
バ
レ
ン
シ
ア
の
絹
織
物
ギ
ル
ド
の
規
約

（
一
六
八
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
三
リ
ウ
ラ
は
ほ
ぼ
六
日
分
の
職
人

の
日
当
で
あ
る
（
29
）
。
な
お
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
で
は
規
約
に

は
規
定
が
な
い
が
、
ギ
ル
ド
の
徒
弟
登
録
名
簿
に
よ
れ
ば
、
登
録

料
は
一
一
リ
ウ
ラ
六
ソ
ウ
（
一
七
八
八
年
以
降
）
で
あ
っ
た
（
30
）
。
親

方
資
格
試
験
の
試
験
料
／
登
録
料
が
、
親
方
の
息
子
や
娘
婿
で
は

な
い
場
合
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
で
六
〇
リ
ウ
ラ
（
31
）
、
ベ
ー
ル
織

り
職
人
で
一
〇
〇
リ
ウ
ラ
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
（
32
）
、
徒
弟
は
広

い
社
会
層
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
た
が
、
親
方
は
狭
き
門
だ
っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
一
七
七
〇
年
の
一
〇
〇
リ
ウ
ラ
は
、
先
に

あ
げ
た
同
市
の
建
設
職
人
の
ほ
ぼ
年
収
に
あ
た
る
（
年
に
一
八
〇

日
労
働
し
た
場
合
）
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、「
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
」
の
一
七
七
六
年
の

規
約
草
案
を
み
る
と
、
徒
弟
の
登
録
料
の
値
上
げ
の
他
、
こ
の
仕

事
の
職
人
に
は
デ
ッ
サ
ン
の
素
養
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、「
商
業

委
員
会
」
が
設
立
し
た
デ
ッ
サ
ン
学
校
に
徒
弟
が
行
く
こ
と
を
親

方
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
項
目
（
第
一
三
条
）
と
、
徒
弟

期
間
を
終
わ
っ
て
職
人
と
し
て
登
録
す
る
際
、
技
術
が
習
得
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
ギ
ル
ド
役
員
が
試
験
す
る
と
い
う
項
目
（
第

一
四
条
）
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
33
）
。
こ
れ
ら
は
、
ギ
ル
ド
が
徒
弟
期

間
を
技
術
教
育
の
期
間
と
し
て
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ

と
、
ま
た
そ
の
習
得
水
準
に
ま
で
ギ
ル
ド
が
介
入
し
よ
う
と
い
う

意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
際
の
修
行
内
容
や
、
徒
弟
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の

有
無
、
徒
弟
が
親
方
に
支
払
う
費
用
な
ど
の
条
件
に
つ
い
て
は
、

ど
ち
ら
の
ギ
ル
ド
の
場
合
も
、
い
ず
れ
の
規
約
で
も
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度
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次
に
、
徒
弟
契
約
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
文
書
が
ほ
ぼ
完
全

に
残
っ
て
い
る
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
場
合
、
ギ
ル
ド
規
約
で
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
契
約
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
文
面
は
ほ
ぼ
同
一

で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
一
七
八
二
年
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
近

郊
マ
レ
ス
マ
郡
プ
レ
ミ
ア
ー
の
農
夫
ア
ン
ト
ン
・
ブ
ア
テ
リ
ャ
が

息
子
ペ
ラ
（
一
四
歳
）
を
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
の
ベ
ー
ル
織
り
親
方

ジ
ュ
ア
ン
・
マ
ネ
ン
に
預
け
た
契
約
に
お
い
て
、
目
的
は
「
ベ
ー

ル
織
り
の
仕
事
を
習
い
、
そ
の
他
正
当
で
妥
当
な
限
り
全
て
の
命

令
に
従
い
、
親
方
と
そ
の
家
族
に
仕
え
る
た
め
」
と
あ
り
、
父
親

は
息
子
が
「
取
り
決
め
た
期
間
、
親
方
の
家
と
仕
事
か
ら
離
れ
な

い
こ
と
」「
離
れ
た
場
合
に
は
連
れ
戻
す
権
利
を
親
方
に
与
え
る

こ
と
」、
ま
た
、
親
方
の
家
か
ら
何
か
を
持
ち
出
し
た
場
合
に
は

そ
れ
を
弁
償
し
、
中
途
で
家
を
出
て
戻
ら
な
い
と
き
に
は
、「
バ�

ル�

セ�

ロ�

ー�

ナ�

の�

慣�

習�

に�

従�

い�

（
傍
点
筆
者
）、
最
初
の
一
年
分
の

費
用
を
親
方
に
支
払
う
こ
と
」
を
約
束
し
て
い
る
。
親
方
ジ
ュ
ア

ン
・
マ
ネ
ン
は
ペ
ラ
を
弟
子
と
し
て
受
け
入
れ
、
当
該
職
人
の
仕

事
を
で
き
る
限
り
教
え
る
こ
と
、
財
産
の
許
す
範
囲
内
で
食
べ
る

も
の
と
飲
む
も
の
を
与
え
る
こ
と
、
を
約
束
し
て
い
る
（
34
）
。

一
七
六
〇
年
代
の
撚
糸
工
の
徒
弟
契
約
も
、
文
面
を
含
め
て
ほ

ぼ
同
内
容
で
あ
り
、
唯
一
の
違
い
は
徒
弟
が
契
約
を
満
た
さ
ず
に

親
方
の
家
を
出
た
場
合
に
支
払
う
費
用
が
「
バ�

ル�

セ�

ロ�

ー�

ナ�

の�

慣�

習�

に�

従�

い�

（
傍
点
筆
者
）、
一
日
あ
た
り
一
ソ
ウ
六
デ
ィ
ネ
ー
」

と
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
35
）
。
筆
者
が
ス
ラ
ー
と
の
共
同
研

究
で
調
査
し
た
革
鞣
し
業
、
出
版
業
な
ど
他
業
種
の
徒
弟
契
約
も

ほ
ぼ
同
じ
で
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
同
市
の
手
工
業
者
の
間
で
は
一

般
的
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
（
36
）
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
徒
弟
の
契

約
年
限
満
了
を
厳
し
く
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
エ
プ
ス
タ
イ

ン
が
言
う
よ
う
に
、
親
方
に
と
っ
て
徒
弟
の
教
育
と
扶
養
は
大
き

な
コ
ス
ト
を
伴
い
、
仕
事
を
覚
え
た
徒
弟
を
安
価
な
労
働
力
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
初
期
投
資
を
回
収
で
き
た
こ
と

が
わ
か
る
（
37
）
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ギ
ル
ド
規
約
や
徒
弟
契
約
の
文
書
か
ら
は
、

実
際
に
与
え
ら
れ
た
技
術
教
育
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
デ
・
ム
ン
ク
ら
が
、
徒
弟

修
行
が
専
門
化
し
て
体
系
的
に
ひ
と
つ
の
職
業
を
学
べ
な
く
な
り
、

非
熟
練
労
働
者
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
た
事
例
と
し
て
、
一
七

世
紀
パ
リ
の
金
細
工
師
の
場
合
に
、
親
方
資
格
試
験
の
内
容
が
徒

弟
の
修
行
内
容
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の
と
比
較

す
る
な
ら
ば
（
38
）
、
例
え
ば
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
業

者
の
試
験
は
た
い
へ
ん
網
羅
的
で
あ
り
、
全
て
の
受
験
者
に
対
し

て
、
男
性
用
女
性
用
の
異
な
る
柄
の
機
械
編
み
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
、

手
編
み
の
帽
子
、
五
本
指
手
袋
に
加
え
て
、
壊
れ
た
編
み
機
の
調

史
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整
も
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
規
約
だ
け
で
な
く
親
方
資
格
授

与
記
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
独

立
し
て
工
房
を
運
営
す
る
親
方
と
し
て
の
能
力
が
総
合
的
に
試
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
徒
弟
制
度
に
よ
る
技
術
教
育
が
形
骸
化

し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
ギ
ル
ド
は
新
し
い
技
術
の
導
入
や
教
育
に
も
積
極
的
だ
っ
た
。

以
下
は
ギ
ル
ド
の
徒
弟
制
度
の
枠
組
み
外
で
の
教
育
へ
の
協
力
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
商
業
委
員
会
」
が
機
械
編
み
ス
ト
ッ
キ

ン
グ
の
生
産
促
進
の
た
め
、
編
み
機
の
製
作
を
錠
前
職
人
ら
に
教

え
る
講
座
を
設
置
し
た
際
、
講
師
を
同
ギ
ル
ド
の
親
方
数
名
が
引

き
受
け
た
こ
と
が
、
同
委
員
会
の
史
料
に
残
っ
て
い
る
（
39
）
。
ま
た
、

「
商
業
委
員
会
」
の
要
請
に
応
え
る
形
で
、
同
ギ
ル
ド
が
ス
ト
ッ

キ
ン
グ
に
施
す
刺
繍
を
教
え
る
学
校
を
設
立
し
た
と
の
記
録
も
あ

り
、
そ
の
生
徒
は
全
員
が
女
子
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
（
40
）
。
こ
の
よ
う

な
技
術
教
育
へ
の
柔
軟
な
姿
勢
は
、
綿
産
業
な
ど
の
新
し
い
分
野

で
ギ
ル
ド
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
の
生
産
が
さ
か
ん
に
な
る
時
代
に

な
っ
て
も
、
古
く
か
ら
の
ギ
ル
ド
が
生
き
残
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ

だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
（
註（
１８
）参
照
）、
ど
ち
ら
の
ギ

ル
ド
も
女
性
を
徒
弟
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
認
め
て
い
な
い
。

ギ
ル
ド
規
約
に
明
確
な
禁
止
条
項
が
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
一
八

世
紀
を
通
し
て
同
市
の
手
工
業
ギ
ル
ド
に
女
性
の
徒
弟
の
例
は
発

見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

四
、
地
理
的
・
社
会
的
流
動
性
と
徒
弟
制
度
の
役
割

�

徒
弟
受
け
入
れ
数
の
推
移

地
理
的
社
会
的
流
動
性
に
つ
い
て
み
る
前
に
、
本
稿
で
扱
う
ギ

ル
ド
が
一
八
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
衰
退
し
て
い
な
か
っ
た
証
左

と
し
て
、
徒
弟
受
け
入
れ
数
の
推
移
を
み
て
お
き
た
い
。
史
料
の

残
っ
て
い
る
ベ
ー
ル
織
り
職
人
に
つ
い
て
、
ギ
ル
ド
に
登
録
さ
れ

た
徒
弟
の
数
（
一
七
八
八
年
か
ら
一
八
三
四
年
）
と
、
一
度
目
の

徒
弟
契
約
を
結
ん
だ
徒
弟
の
数
（
41
）
（
一
七
八
二
年
か
ら
一
八
二
四

年
）
の
推
移
を
表
し
た
の
が
【
グ
ラ
フ
1
】
で
あ
り
、「
徒
弟
契

約
」
か
ら
わ
か
る
他
の
特
性
を
加
え
て
五
年
ご
と
（
た
だ
し
一
七

八
二
年
か
ら
一
七
八
四
年
は
三
年
間
）
の
数
字
を
ま
と
め
た
の
が

【
表
2
】
で
あ
る
。
一
七
八
二
年
か
ら
一
八
二
四
年
に
徒
弟
契
約

を
結
ん
だ
者
の
数
に
、
一
八
二
五
年
か
ら
三
四
年
に
ギ
ル
ド
に
登

録
さ
れ
た
徒
弟
の
数
を
足
す
と
、
一
七
八
二
年
か
ら
一
八
三
四
年

の
五
三
年
間
に
少
な
く
と
も
一
三
二
八
人
が
同
業
の
徒
弟
契
約
を

結
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
年
平
均
で
二
五
人
に
上
る
。
こ
の
数

は
最
後
の
一
〇
年
間
に
も
、
一
八
二
五
年
か
ら
二
九
年
に
三
五
・

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
一
五
（
一
一
五
）



【表 2】 ベール織り職人の徒弟受け入れ数の推移と特性
（1782�1834年、徒弟契約およびギルドの登録名簿による）

ギルドへ
の登録数

―

57

122

118

140

38

78

144

178

205

1080

出典：Solà/Yamamichi（2015a）, Cuadro 1, Cuadro 7.（一部改変。後に親方になる徒弟の数については、共同研究
のデータより筆者作成）。

後に親方になる
徒弟の数

21（10.94％）

18（12.08％）

12（10.34％）

11（10.09％）

12（10.17％）

2（4.44％）

23（18.11％）

19（17.59％）

―

―

118（12.47％）

最初の契約に署名
している徒弟の数

128（73.99％）

106（71.14％）

79（68.10％）

66（60.05％）

81（68.64％）

33（73.33％）

94（74.02％）

88（81.48％）

―

―

675（71.43％）

当該ギルドの
親方の息子

0

0

0

0

0

1（2.22％）

9（7.09％）

5（4.63％）

―

―

15（1.58％）

一度目の
契約の数
（徒弟数）

173

149

116

109

118

45

127

108

―

―

945

徒弟契約
文書数

192

207

151

129

132

56

139

116

―

―

1122

1782�84

1785�89

1790�94

1795�99

1800�04

1805�09

1814�18

1819�24

1825�29

1830�34

計

【グラフ 1】 ベール織り職人の徒弟受け入れ数の推移（1782�1834年）

出典：ギルドに登録された徒弟の数：AHCB, Gremis, Fons Gremial Especial, Velers , 2B�42�5. 徒
弟契約：AHPB, J. Sanjoan（1782�1803）; J. A. Catà（1804�1820）; M. Lafont（1820�1824）.
いずれも Solà/Yamamichi（2015a）の共同研究によるデータから作成。
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六
人
、
一
八
三
〇
年
か
ら
三
四
年
に
は
四
一
人
と
、
減
少
し
て
い

な
い
（【
表
2
】）。

対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
（
一
八
〇
八
―
一
四
）
下
に
フ
ラ
ン
ス
軍

の
占
領
下
に
入
っ
た
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
は
ギ
ル
ド
が
禁
止
さ
れ
た

た
め
、
一
八
〇
九
年
か
ら
一
三
年
に
は
徒
弟
契
約
が
結
ば
れ
て
お

ら
ず
、
一
八
二
〇
年
の
立
憲
革
命
に
よ
る
「
自
由
主
義
の
三
年
間

（
一
八
二
〇
―
二
三
）」
に
も
同
様
の
政
策
が
と
ら
れ
た
た
め
、
一

八
二
一
年
か
ら
二
三
年
の
契
約
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
一
四
年
と
一
八
二
四
年
の
契
約
数
が
突
出
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ギ
ル
ド
の
活
動
は
非
公
式
に
続
い
て
お
り
、

禁
止
さ
れ
て
い
た
期
間
に
修
行
を
始
め
て
い
た
徒
弟
を
、
解
禁
直

後
に
公
式
に
受
け
入
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

一
七
九
六
年
か
ら
始
ま
る
数
年
の
落
ち
込
み
は
、
対
英
戦
争
（
一

七
九
六
―
一
八
〇
二
）
の
開
始
に
よ
る
植
民
地
交
易
の
滞
り
な
ど

に
よ
る
危
機
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
親
方
の
息
子

は
ギ
ル
ド
が
定
め
た
公
式
の
徒
弟
修
行
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た

が
、【
表
2
】
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
以
降
に

徒
弟
契
約
を
結
ぶ
親
方
の
息
子
が
出
る
の
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
父

親
が
死
亡
し
た
り
、
工
房
が
生
産
活
動
を
中
止
し
た
り
し
た
ケ
ー

ス
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
徒
弟
の
特
性
に
つ
い
て
は
改
め
て

述
べ
る
が
、
一
度
目
の
契
約
書
に
自
ら
署
名
し
て
い
る
徒
弟
の
多

さ
は
注
目
に
値
す
る
（【
表
2
】）。

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
に
つ
い
て
は
徒
弟
に
関
す
る
史
料
が
残

っ
て
い
な
い
た
め
、
親
方
資
格
授
与
数
と
そ
の
う
ち
の
親
方
の
息

子
の
割
合
を
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
も
の
と
比
較
し
て
み
た
い

（【
表
3
】）。
両
ギ
ル
ド
の
一
七
七
〇
年
か
ら
八
九
年
の
二
〇
年
間

の
数
字
を
比
較
す
る
と
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
が
二
五
五
人
に
対
し

て
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
は
三
八
七
人
と
一
・
五
倍
の
新
た
な
親

方
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
親
方
の
息
子
が
ベ
ー
ル
織
り
で
は
四

〇
％
近
い
の
に
対
し
て
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
で
は
一
五
％
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
続
く
年
代
を
見
る
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製

造
者
は
相
変
わ
ら
ず
多
く
の
親
方
資
格
を
出
し
て
お
り
、
親
方
の

息
子
の
占
め
る
割
合
が
前
の
時
期
に
比
べ
る
と
高
く
な
っ
て
い
る

こ
と
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
で
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
親
方
の
息

子
の
占
め
る
割
合
が
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
「
他
都
市
の
親
方
の
加
入
」
は
、
二
四
人
中

二
二
人
が
マ
ン
レ
ザ
の
同
業
の
親
方
の
加
入
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製

造
者
の
「
行
商
人
や
他
都
市
の
親
方
の
加
入
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
国

境
に
近
い
山
間
地
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
か
ら
の
二
一
人
の
「
バ
タ
ー
売

り
」
と
、
五
人
の
ウ
ロ
ッ
ト
な
ど
他
都
市
の
親
方
の
加
入
で
あ
る
（
42
）
。

表
に
は
年
ご
と
の
授
与
数
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
ス
ト
ッ
キ
ン

グ
製
造
者
の
親
方
資
格
授
与
は
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
に
比
べ

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
一
七
（
一
一
七
）



て
不
規
則
で
、
一
七
八
九
年
に
は
一
一
六
人
と
い
う

異
常
な
数
の
親
方
資
格
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
年
の

議
事
録
を
見
る
と
、
同
年
に
は
国
王
カ
ル
ロ
ス
四
世

の
即
位
行
事
の
た
め
に
特
別
の
支
出
が
あ
り
財
政
的

な
手
当
が
必
要
だ
っ
た
た
め
、
議
論
の
末
、
徒
弟
修

行
後
に
職
人
と
し
て
働
い
た
年
限
が
足
り
な
い
ひ
と

り
の
商
人
へ
の
親
方
資
格
授
与
を
、
割
り
増
し
の
入

会
費
を
納
め
さ
せ
る
こ
と
で
認
め
、
こ
の
年
に
限
っ

て
同
じ
条
件
で
他
の
希
望
者
に
も
親
方
資
格
を
授
与

す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
（
43
）
。
徒
弟
の
う
ち
の
ど
れ
く

ら
い
が
親
方
資
格
を
取
得
し
た
の
か
は
、
ス
ト
ッ
キ

ン
グ
製
造
者
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
先
に
見

た
規
約
に
従
え
ば
、
親
方
に
な
っ
た
者
は
誰
も
が
規

約
に
定
め
ら
れ
た
徒
弟
修
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
特
に
一
七
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代

に
お
い
て
は
、
新
た
に
親
方
に
な
っ
た
者
の
う
ち
親

方
の
息
子
が
一
五
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
異
業
種
の
家
庭
の
息
子
が
職
人
・
親
方
に
な
る

た
め
の
入
り
口
と
し
て
、
徒
弟
制
度
は
た
い
へ
ん
大

き
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
撚
糸
工
で
は
、
史
料
が
得
ら
れ
た

【表 3】 親方資格授与数と親方の息子・娘婿の割合
3�1．ベール織り職人ギルド
（1770�1834年、計 737名、「親方資格授与記録」およびギルドの登録名簿による）

（％）

0

0

8.08

3.26

出典：Solà/Yamamichi（2015a）.（共同研究のデータより筆者作成）。

3�2．ストッキング製造者ギルド（1770�1838年、計 818名、「親方資格授与記録」による）

（％）

0

0

31.76

3.30

出典：＊1：AHPB, B. Forés, 1008/11�13 ; V. Gibert , 1072/11�13より筆者作成。
＊2：Solà/Yamamichi（2016）.（ただし今回データから集計し直し、誤りを修正）。
＊3：AHPB, J. Morelló i Mas, 1222/4�10より筆者作成。
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0
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（％）

5.49
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（％）

2.33
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0
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うち親方の
娘婿

14

10

27
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娘婿

9

12
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21
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史
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期
間
が
異
な
り
、
先
に
あ
げ
た
二
業
種
と
厳
密
に
は
比
較
で
き
な

い
も
の
の
、
一
七
六
〇
年
か
ら
七
三
年
に
親
方
と
な
っ
た
五
一
人

の
う
ち
、
親
方
の
息
子
が
二
七
人
（
五
二
・
九
四
％
）
を
占
め
、

ギ
ル
ド
の
開
放
性
は
若
干
低
い
。
そ
れ
で
も
残
り
半
数
弱
に
は
市

外
出
身
者
や
異
業
種
の
家
庭
の
息
子
も
含
ま
れ
、
徒
弟
制
度
の
役

割
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

�

地
理
的
流
動
性

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
徒
弟
た
ち
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。【
表
4
】
は
ス
ラ
ー
と
の
共
同
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
徒
弟
の
出
身
地
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
第
一
に
、
一
八
〇
〇
年
を
境
に
し
て
前
と
後
で
は
傾
向

が
全
く
異
な
り
、
一
七
八
二
年
か
ら
九
九
年
ま
で
は
三
分
の
一
程

度
に
と
ど
ま
っ
た
市
内
出
身
者
が
一
八
〇
〇
年
か
ら
二
四
年
で
は

三
分
の
二
に
上
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
市
外
の
出
身
者
は
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
出
身
で
あ
り
、
絹
織
物
業
が
盛
ん
な

地
域
を
含
め
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
外
か
ら
の
流
入
は
皆
無
に
近
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
全
体
を
通
し
て
徒
弟
の
受
入
数
自
体
は
減
少

し
て
い
な
い
が
、
一
七
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
の
各
地
か
ら
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
に
流
入
す
る
非
熟
練
労
働
力
の

有
力
な
受
け
皿
に
な
っ
て
い
た
絹
織
物
業
が
、
一
九
世
紀
に
入
る

と
そ
の
性
格
を
失
い
、
時
を
同
じ
く
し
て
市
内
出
身
者
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

市
外
出
身
者
の
出
身
地
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
中
の
一
四
六
の
市
町

村
に
分
散
し
て
お
り
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
近
郊
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
境

ま
で
の
地
中
海
沿
岸
と
、
同
市
を
取
り
囲
む
周
辺
地
域
、
お
よ
び

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
内
陸
の
織
物
業
や
他
の
伝
統
的
産
業
が
盛
ん
で
あ

っ
た
地
域
が
多
い
も
の
の
、
ア
ラ
ン
渓
谷
（
二
人
）
や
、
フ
ラ
ン

ス
領
を
含
む
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
（
一
三
人
）
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
国
境

に
近
い
山
間
部
の
小
村
の
出
身
者
も
見
ら
れ
る
。
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ

周
辺
に
つ
い
で
多
か
っ
た
の
は
マ
レ
ス
マ
郡
（
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
か

ら
地
中
海
沿
岸
に
沿
っ
て
北
東
に
広
が
る
豊
か
な
農
村
地
帯
、
交

易
で
栄
え
た
港
町
も
多
い
）
の
出
身
者
で
一
一
九
人
（
一
二
・
五

九
％
）
で
あ
り
、
な
か
で
も
テ
ィ
ア
ナ
や
ビ
ラ
サ
ー
と
言
っ
た
特

定
の
村
の
出
身
者
が
目
立
つ
。
内
陸
部
で
は
、
絹
産
業
が
盛
ん
で

あ
っ
た
マ
ン
レ
ザ
と
同
市
を
中
心
と
し
た
バ
ジ
ャ
ス
郡
（
四
五
人
、

う
ち
マ
ン
レ
ザ
が
二
六
人
）
出
身
者
が
目
立
っ
て
お
り
、
同
じ
絹

産
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
町
で
も
レ
ウ
ス
や
ト
ゥ
ル
ト
ー
ザ
な
ど
バ

レ
ン
シ
ア
に
近
い
南
西
部
の
出
身
者
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
（
44
）
。

【
表
2
】
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
徒
弟
の
中
で
親
方
資
格
を

得
た
者
の
割
合
が
、
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
る
空
白
の
前
は
一

〇
％
か
ら
一
二
％
台
、
空
白
後
に
は
一
八
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
一
九
（
一
一
九
）



い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
親
方
に
な
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
な
る

こ
と
を
目
指
さ
な
い
）
多
く
の
若
者
が
、
特
に
一
七
八
〇
年
代
か

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
内
の
各
地
か
ら
流
入
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
市
外
出
身
の
徒
弟
が
親
方

に
な
る
の
は
、
市
内
出
身
者
よ
り
も
困
難
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授
与
記
録
の
両
方
を
確
認
す
る
こ
と
の
で

き
た
一
一
八
人
（
徒
弟
修
行
を
経
て
親
方
に
な
っ
た
者
）
を
み
る

と
、
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
以
前
に
徒
弟
契
約
を
結
ん
だ
七
六
人
の

う
ち
市
内
出
身
者
は
三
二
人
（
四
二
・
一
一
％
）、
市
外
出
身
者
は

四
四
人
（
五
八
・
八
九
％
）
で
、
一
八
一
四
年
以
後
に
最
初
の
徒

弟
契
約
を
結
ん
だ
四
二
人
の
う
ち
市
内
出
身
者
は
三
一
人
（
七

三
・
八
一
％
）、
市
外
出
身
者
は
四
人
（
九
・
五
二
％
）、
史
料
に
出

身
地
の
記
載
が
な
い
も
の
が
七
人
（
一
六
・
六
七
％
）
だ
っ
た
の

で
、
そ
の
傾
向
は
否
め
な
い
（
45
）
。

こ
の
よ
う
な
市
外
出
身
の
徒
弟
は
、
契
約
期
間
を
終
え
る
と
地

元
に
帰
る
者
も
あ
れ
ば
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
工
房
で
職
人
と
し
て

働
く
者
も
、
技
術
を
持
っ
た
労
働
者
と
し
て
ギ
ル
ド
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
下
に
な
い
綿
工
業
の
工
場
な
ど
で
働
く
者
も
い
た
と
推
測
さ

れ
る
（
46
）
。
徒
弟
修
行
を
終
え
て
職
人
と
し
て
市
内
の
工
房
で
働
く
た

め
に
は
、
ギ
ル
ド
へ
の
登
録
が
必
要
で
あ
り
、
登
録
し
た
職
人
の

名
簿
が
残
っ
て
い
る
期
間
（
一
八
〇
七
、
一
八
一
八
―
三
四
年
）

【表 4】 ベール織り職人の徒弟の出身地（1782�1824年、計 945名、徒弟契約による）

計

322

225

163

235

945

出典：Solà/Yamamichi（2015a）, Cuadro 2.（一部改変）。
＊：司教区を基準とした史料の記述に従い、カタルーニャの司教区に属するフランス領サルダーニャの 6つの村
の出身者 7名はカタルーニャ地域内出身者に数えている。
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0.21

（人）

1

0

1

0

2

同市外、カタルー
ニャ地域内＊

（％）
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に
限
れ
ば
、
そ
の
割
合
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
職
人
名
簿

を
徒
弟
リ
ス
ト
と
突
き
合
わ
せ
る
と
、
一
八
一
四
年
か
ら
一
八
年

ま
で
に
最
初
の
徒
弟
契
約
を
結
ん
だ
一
二
七
人
の
う
ち
、
ギ
ル
ド

規
約
が
定
め
る
四
年
間
の
徒
弟
を
終
え
、
一
八
一
八
年
以
降
に
職

人
と
し
て
ギ
ル
ド
に
登
録
し
て
い
る
の
は
五
一
人
で
、
四
割
に
と

ど
ま
る
（
47
）
。
残
念
な
が
ら
、
現
時
点
で
は
職
人
と
し
て
ギ
ル
ド
内
に

と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
者
の
そ
の
後
を
辿
る
こ
と
は
で
き
ず
、
地
域

内
で
の
技
術
の
伝
播
へ
の
ギ
ル
ド
の
徒
弟
制
と
職
人
の
移
動
の
寄

与
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

な
お
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
徒
弟
に
つ
い
て
の
史
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
親
方
資
格
授

与
記
録
で
も
多
く
の
親
方
資
格
を
出
し
た
年
を
中
心
に
全
体
で
四

割
を
超
え
る
文
書
（
八
一
八
件
の
う
ち
三
三
八
件
）
に
出
身
地
の

記
載
が
な
か
っ
た
た
め
、
地
理
的
な
流
動
性
へ
の
評
価
に
つ
い
て

は
判
断
を
留
保
し
た
い
。
出
身
地
の
記
載
が
あ
っ
た
文
書
だ
け
を

見
る
と
、
新
た
に
親
方
に
な
っ
た
者
の
う
ち
、
市
内
出
身
者
の
割

合
は
一
七
七
〇
年
か
ら
八
九
年
と
一
八
二
五
年
か
ら
三
八
年
の
間

は
お
よ
そ
三
分
の
二
で
、
一
七
九
〇
年
か
ら
一
八
一
七
年
の
間
は

八
五
％
に
上
っ
た
。
ま
た
市
外
出
身
者
の
出
身
地
に
は
ベ
ー
ル
織

り
職
人
と
ほ
ぼ
同
様
の
特
徴
が
見
ら
れ
た
。

撚
糸
工
の
徒
弟
は
、
史
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
二
九
人
の
う

ち
一
〇
人
が
市
外
出
身
で
、
こ
の
一
〇
人
の
出
身
地
は
、
内
陸
部

の
ビ
ッ
ク
周
辺
（
ウ
ゾ
ー
ナ
郡
）
が
四
人
、
ト
レ
ン
（
パ
リ
ャ
ー

ス
�
ジ
ュ
サ
ー
郡
）
な
ど
山
間
部
と
レ
ウ
ス
市
が
二
人
ず
つ
、
現

在
は
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
に
併
合
さ
れ
て
い
る
同
市
近
郊
が
一
人
だ

っ
た
。
ま
た
、
先
に
一
七
七
〇
年
か
ら
一
八
一
七
年
に
公
証
人
文

書
と
し
て
登
録
さ
れ
た
遺
言
書
を
使
用
し
て
、
絹
を
扱
う
手
工
業

者
全
体
の
地
理
的
・
社
会
的
出
自
を
調
査
し
た
際
に
も
、
市
内
出

身
者
は
や
は
り
三
分
の
二
に
上
っ
た
（
48
）
。

こ
の
よ
う
な
ギ
ル
ド
の
徒
弟
修
行
と
い
う
形
を
と
っ
た
若
年
人

口
の
移
動
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
中
で
も
必
ず
し
も
バ
ル
セ
ロ
ー

ナ
市
だ
け
に
田
舎
か
ら
人
口
が
集
ま
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、
よ

り
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
地
方
都
市
へ
の
移
動
を
含
め
て
、
大

規
模
に
行
わ
れ
た
（
49
）
。
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
場
合
に
市
外
出
身
者
の
出

身
地
を
細
か
く
見
て
い
く
と
、
特
定
の
小
村
や
地
方
都
市
の
出
身

者
が
多
く
見
ら
れ
、
既
存
の
人
間
関
係
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

し
た
移
動
だ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
移
動
範
囲
は
意
外
に
広
域
に

お
よ
ぶ
が
、
国
境
を
越
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

と
い
う
共
通
の
言
語
・
文
化
・
制
度
の
圏
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
50
）
。

こ
の
点
は
、
親
方
の
場
合
で
も
市
外
出
身
者
の
占
め
る
割
合
が
多

か
っ
た
マ
ド
リ
ー
ド
の
ギ
ル
ド
や
、
他
地
方
出
身
者
や
外
国
人
も

見
ら
れ
た
バ
レ
ン
シ
ア
の
絹
織
物
業
ギ
ル
ド
と
比
べ
る
と
、
カ
タ

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
二
一
（
一
二
一
）



ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
地
理
的
流
動
性
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
（
51
）
。

�

社
会
的
流
動
性

ギ
ル
ド
の
徒
弟
制
度
を
技
術
伝
承
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
評
価
す

る
議
論
は
、
対
象
と
す
る
ギ
ル
ド
が
当
該
ギ
ル
ド
の
親
方
の
息
子

以
外
の
多
く
の
若
者
を
受
け
入
れ
、
技
術
教
育
を
行
っ
て
い
た
こ

と
を
前
提
と
す
る
。
本
稿
で
扱
う
ギ
ル
ド
の
開
放
性
の
度
合
い
に

つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
以
下
に
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
徒
弟
と
、

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
と
ベ
ー
ル
織
り
の
親
方
の
父
親
の
職
業
の
分

析
を
通
し
て
、
ふ
た
つ
の
ギ
ル
ド
が
ど
の
よ
う
な
職
業
の
家
庭
の

若
者
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
ベ
ー
ル
織
り
の
徒
弟
の
父
親
の
職
業
（【
表
5
】）
を
見
て

わ
か
る
こ
と
は
、
親
方
以
外
の
ベ
ー
ル
織
り
職
人
を
は
じ
め
と
し

て
絹
を
扱
う
手
工
業
者
の
息
子
は
け
っ
し
て
多
数
で
は
な
く
、
変

動
は
あ
る
が
一
五
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他
の
繊

維
・
服
飾
ま
で
を
含
め
て
も
全
体
の
四
分
の
一
程
度
で
あ
っ
て
、

ひ
と
言
で
言
え
ば
広
く
関
係
の
な
い
職
業
の
家
庭
か
ら
集
ま
っ
て

来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
一
八
〇
〇
年
以
降
に
そ

れ
ま
で
の
四
割
以
上
か
ら
二
割
以
下
へ
と
激
減
す
る
も
の
の
、
農

家
の
息
子
た
ち
の
割
合
が
目
立
っ
て
い
る
。
先
の
地
理
的
出
自
の

分
析
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
一
八
〇
〇
年
以
前
に
は
ベ
ー
ル
織

り
職
人
の
徒
弟
が
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
出
て
働
こ
う
と
す
る
市
外

の
農
家
の
息
子
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
一
八
世
紀
末
の

危
機
を
境
と
し
て
同
業
は
そ
れ
ま
で
の
吸
引
力
を
失
う
も
の
の
、

徒
弟
の
数
は
総
体
と
し
て
減
ら
ず
、
代
わ
っ
て
息
子
を
ベ
ー
ル
織

り
の
徒
弟
に
出
す
市
内
の
他
業
種
の
手
工
業
者
や
商
人
・
商
店
主

が
増
え
た
と
言
え
る
。
理
由
と
し
て
は
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
の
住

民
に
と
っ
て
は
ギ
ル
ド
の
一
員
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
そ
れ
な
り

に
大
き
く
、
一
八
世
紀
末
か
ら
の
経
済
危
機
や
産
業
形
態
の
変
化

に
よ
っ
て
衰
退
し
た
他
の
業
種
の
手
工
業
者
が
、
息
子
を
よ
り
将

来
性
の
あ
る
ベ
ー
ル
織
り
の
徒
弟
に
出
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
植

民
地
交
易
な
ど
も
含
め
て
生
産
品
の
取
引
も
行
っ
て
い
た
同
業
が
、

商
人
の
息
子
の
修
業
先
と
し
て
意
味
を
持
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え

ら
れ
る
。

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
に
つ
い
て
は
、
徒
弟
に
ど
の
よ
う
な
家

庭
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、【
表
6
】
に

示
し
た
親
方
の
父
親
の
職
業
を
比
べ
て
み
る
と
、
同
ギ
ル
ド
は
ベ

ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
よ
り
も
は
る
か
に
多
様
な
社
会
層
に
開
か

れ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
新
規
参
入
が
あ
る
程
度
容
易
で
あ
り
、

か
つ
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
新
た
に
親
方
資
格

を
得
た
者
の
う
ち
の
親
方
の
息
子
の
割
合
が
一
五
％
程
度
で
あ
っ

た
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
農
家
の
息
子
に
限
ら

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
二
二
（
一
二
二
）



ず
、
あ
ら
ゆ
る
業
種
の
家
庭
に
と
っ
て
同
業
種

が
社
会
的
経
済
的
上
昇
の
機
会
を
提
供
し
て
い

た
と
言
え
る
。
一
七
九
〇
年
以
降
は
記
載
の
な

い
文
書
が
多
く
評
価
が
し
に
く
い
の
で
あ
る
が
、

一
七
八
九
年
ま
で
の
三
八
七
人
に
つ
い
て
み
る

な
ら
ば
、
そ
の
他
の
手
工
業
お
よ
び
建
設
業

（
六
九
人
）
の
内
訳
は
皮
革
（
一
五
人
）・
金
属

（
一
〇
人
）・
建
設
（
一
八
人
）
な
ど
で
、「
そ

の
他
」
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
食
品
業
（
一
九

人
）
や
漁
業
・
海
運
（
一
七
人
）
も
多
く
、
専

門
職
（
外
科
医
や
薬
店
主
な
ど
一
二
人
）
の
存

在
も
無
視
で
き
な
い
（
52
）
。

こ
う
考
え
る
と
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九

世
紀
初
頭
の
手
工
業
ギ
ル
ド
が
、
一
種
の
技
術

専
門
学
校
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
異
な
る

職
業
間
で
の
労
働
人
口
の
流
動
を
可
能
に
し
て

い
た
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
他
方
、
同
業
の
（
親
方
で
は

な
い
）
職
人
の
息
子
が
徒
弟
を
経
て
親
方
に
な

る
割
合
は
低
く
、
例
え
ば
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の

場
合
、
親
方
で
な
い
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
息
子

【表 5】 ベール織り職人の徒弟の社会的出自
（1782�1824年、計 945名、徒弟契約による）

計

（％）

7.09

3.07

5.40

11.53

16.93

6.77

2.96

29.52

11.75

4.97

100

出典：Solà/Yamamichi（2015a）, Cuadro 3.（一部改変し、1段目から 3段目の分類を加えた。）
＊1：当該ギルドの親方の数は【表 2】参照、それ以外は、親方ではない職人。
＊2：その他：パン屋や居酒屋などの食品業、運輸などのサービス業、漁師・海運・港湾労働者、軍人や役人、父

親が不明の私生児など。

（人）

67

29

51

109

160

64

28

279

111

47

945

1814�24年

（％）

8.51

2.55

6.81

9.79

20

12.34

0.85

7.66

14.47

17.02

100

（人）

20

6

16

23

47

29

2

18

34

40

235

1800�08年

（％）

10.43

3.07

7.36

14.72

18.40

8.59

4.29

19.02

14.72

0.61

100

（人）

17

5

12

24

30

14

7

31

22

1

163

1790�99年

（％）

5.33

4.89

4.44

9.78

14.67

4.44

2.67

44

9.78

0

100

（人）

12

11

10

22

33

10

6

99

22

0

225

1782�89年

（％）

5.59

2.17

4.04

12.42

15.53

3.42

4.04

40.68

10.25

1.89

100

（人）

18

7

13

40

50

11

13

131

33

6

322

父親の職業

バルセローナのベ
ール織り＊1

他都市のベール織
り・絹織物業

その他の絹を扱う
職人

繊維・服飾

その他の手工業お
よび建設業

商人・商店主

専門職

農業

その他＊2

不明

計

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
二
三
（
一
二
三
）



【表 6】 親方の社会的出自
6�1．ベール織り職人ギルド（1770�1834年、計 622名、「親方資格授与記録」による）

計

（％）

41.80

7.40

5.63

9.16

4.50

1.29

18.81

9.94

6.27

100

出典：Solà/Yamamichi（2015a）, Cuadro 6.（一部改変、【表 3】と数が異なるのは、史料を「親方資格授与記録」
に限っているためである。）

6�2．ストッキング製造者ギルド（1770�1838年、計 815名、「親方資格授与記録」による）

計

（％）

24.94

4.65

9.17

12.22

5.01

1.71

10.27

10.15

21.88

100

出典：【表 3】3�2に同じ。ただし 1790年から 1817年については共同研究によるデータを利用して筆者作成。

（人）

260

46

35

57

28

8

117

32

39

622

（人）

204

38

75

100

41

14

84

83

179

818

1814�34年

（％）

42.40

10.95

5.30

8.83

5.30

0.71

8.13

6.36

12.01

100

1814�17、25�38年

（％）

49.29

5.71

5

3.57

5

1.42

7.14

4.26

18.57

100

（人）

120

31

15

25

15

2

23

18

34

283

（人）

69

8

7

5

7

2

10

6

26

140

1790�1808年

（％）

40.11

2.75

4.40

10.44

4.40

2.20

27.47

2.75

2.20

100

1790�1808年

（％）

26.12

4.47

4.12

8.93

2.41

0

8.25

2.41

43.30

100

（人）

73

5

8

19

8

4

50

5

4

182

（人）

76

13

12

26

7

0

24

7

126

291

1770�89年

（％）

42.68

2.55

7.64

8.28

3.18

1.27

28.03

5.73

0.64

100

1770�89年

（％）

15.25

4.39

14.47

17.83

6.98

3.10

12.92

18.09

6.98

100

（人）

67

4

12

13

5

2

44

9

1

157

（人）

59

17

56

69

27

12

50

70

27

387

父親の職業

当該ギルドの親方

上記以外の絹産業
の親方・職人

繊維・服飾

その他の手工業お
よび建設業

商人・商店主

専門職

農業

その他

不明

計

父親の職業

当該ギルドの親方

上記以外の絹産業
の親方・職人

繊維・服飾

その他の手工業お
よび建設業

商人・商店主

専門職

農業

その他

不明

計
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で
親
方
に
な
っ
た
者
は
、
一
七
七
〇
年
か
ら
八
九
年
に
一
人
、
一

七
九
〇
年
か
ら
一
八
〇
八
年
に
三
人
、
一
八
一
四
年
か
ら
三
四
年

に
五
人
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
一
代
で
成
功
し
て
富
を
築
き

上
げ
る
親
方
や
、
反
対
に
没
落
す
る
親
方
も
い
た
一
方
で
、
社
会

的
な
地
位
ま
で
を
含
め
た
流
動
性
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
53
）
。

五
、
若
者
の
人
生
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
徒
弟
修
行

以
上
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
本
稿
で
分
析
し
た
時
代
と
業

種
に
お
い
て
、
ギ
ル
ド
に
組
織
さ
れ
た
手
工
業
は
、
親
方
の
息
子

が
父
親
の
職
業
を
工
房
で
見
習
っ
て
覚
え
そ
れ
を
継
承
し
て
い
く

と
い
っ
た
、
閉
ざ
さ
れ
た
職
業
の
継
承
が
繰
り
返
さ
れ
る
世
界
で

は
な
く
、
多
様
な
業
種
の
家
庭
の
子
供
や
市
外
出
身
者
に
も
開
か

れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
参
入
と
職
業
の
伝
承
を
支
え
て
い
た
の
が

徒
弟
制
度
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
他
の
業
種
や
地

域
か
ら
手
工
業
の
世
界
に
入
っ
て
来
る
場
合
、
実
際
に
若
者
は
何

歳
く
ら
い
で
初
め
て
の
徒
弟
契
約
を
結
び
、
ど
れ
く
ら
い
の
年
月

を
経
て
親
方
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

若
者
が
徒
弟
に
入
る
年
齢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
徒
弟
制

度
の
機
能
を
正
し
く
捉
え
、
若
年
労
働
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、

決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
ウ
ォ
リ
ス
た
ち
は
言
う
。
職
業
教
育
や

社
会
化
を
主
に
担
っ
た
の
は
、
生
み
の
親
の
家
な
の
か
奉
公
先
の

親
方
の
家
な
の
か
、
最
初
の
徒
弟
契
約
を
結
ぶ
前
に
す
で
に
労
働

経
験
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
能
力
を
習
得
し
て
い
た

の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
徒
弟
の
年
齢
は
、
徒
弟
制
度
そ
の
も
の
へ
の
歴
史
的
な
解

釈
に
も
影
響
す
る
と
彼
ら
は
言
う
。
幼
い
子
供
の
徒
弟
は
、
親
方

に
収
奪
さ
れ
る
脆
弱
な
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
り
、
青
年
の
徒
弟
は
、

経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
独
立
し
て
、
と
き
に
は
政
治
的
な
扇
動

も
行
う
よ
う
な
、
反
抗
的
な
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
だ

か
ら
で
あ
る
（
54
）
。

以
下
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
、
徒
弟
の
年
齢
に
つ
い
て

の
先
行
研
究
も
体
系
的
な
史
料
も
存
在
し
な
い
た
め
（
55
）
、
こ
の
問
題

を
考
え
る
糸
口
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
筆
者
が
ス
ラ

ー
と
の
共
同
で
行
っ
た
ベ
ー
ル
織
り
職
人
に
つ
い
て
の
調
査
結
果

を
紹
介
し
、
撚
糸
工
の
例
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
。

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
徒
弟
契
約
の
ほ
と
ん
ど

に
徒
弟
の
年
齢
へ
の
言
及
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
七
八
二
年
に

結
ば
れ
た
五
〇
件
の
契
約
の
う
ち
早
い
時
期
の
九
例
に
年
齢
の
記

載
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
四
歳
が
四
人
、
一
七
歳
が
二
人
、

一
三
歳
・
一
五
歳
・
一
六
歳
が
一
人
ず
つ
（
平
均
は
一
四
・
八
九

歳
）
だ
っ
た
。
ま
た
、
残
り
四
一
件
の
う
ち
四
〇
件
に
は
二
五
歳

未
満
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
（
56
）
。
こ
れ
以
外
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
二
五
（
一
二
五
）



一
八
二
四
年
以
降
の
親
方
資
格
授
与
記
録
に
洗
礼
を
受
け
た
教
会

と
年
月
日
の
記
載
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
情
報

か
ら
、
徒
弟
契
約
と
親
方
資
格
授
与
記
録
の
双
方
が
現
存
す
る

（
後
に
親
方
に
な
っ
た
）
徒
弟
一
一
八
人
の
う
ち
の
三
一
人
に
つ

い
て
、
最
初
に
徒
弟
契
約
を
結
ん
だ
年
齢
を
割
り
出
す
こ
と
が
で

き
た
。
親
方
に
な
っ
た
の
が
一
八
二
四
年
以
降
な
の
で
、
い
ず
れ

も
最
初
の
契
約
を
結
ん
だ
の
が
一
七
九
五
年
か
ら
一
八
二
四
年
の

間
（
う
ち
二
八
人
は
一
八
一
四
年
以
降
）
と
、
時
期
が
限
定
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
徒
弟
に
入
っ
た
年
齢
は
一
六
歳
が
一
〇

人
、
一
五
歳
が
六
人
、
一
四
歳
が
五
人
、
一
八
歳
と
一
九
歳
が
三

人
ず
つ
（
平
均
一
五
・
九
四
歳
）
だ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
デ
ー
タ

群
に
代
表
性
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
若
者
が
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の

ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
親
方
の
下
に
徒
弟
に
入
っ
た
平
均
的
な
年
齢

は
、
一
七
八
〇
年
頃
に
は
一
四
歳
か
ら
一
五
歳
、
一
九
世
紀
初
頭

の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
に
は
一
六
歳
前
後
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
57
）
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
様
な
事
例
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
一
四
歳
か
ら

一
六
歳
と
い
う
年
齢
は
ほ
ぼ
平
均
的
で
あ
る
と
言
え
る
（
58
）
。

時
期
も
異
な
り
件
数
も
限
ら
れ
て
い
る
が
、
一
七
六
〇
年
か
ら

六
二
年
の
撚
糸
工
の
徒
弟
契
約
で
は
、
二
九
件
の
う
ち
の
二
七
件

に
年
齢
の
記
載
が
あ
り
、
一
四
歳
が
一
四
人
、
一
五
歳
が
八
人
、

一
二
歳
と
一
七
歳
が
二
人
、
一
八
歳
が
一
人
（
平
均
一
四
・
五
二

歳
）
と
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
よ
り
も

若
干
若
か
っ
た
（
59
）
。
数
字
だ
け
を
見
る
と
違
い
は
僅
か
に
も
思
え
る

が
、
他
の
特
性
に
は
よ
り
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
、
例
え
ば
徒
弟

が
最
初
の
契
約
に
署
名
を
し
て
い
る
割
合
は
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人

の
場
合
に
驚
く
ほ
ど
高
く
七
〇
％
前
後
（【
表
2
】
参
照
）
だ
っ

た
の
に
対
し
て
、
撚
糸
工
の
場
合
は
三
四
・
四
八
％
に
と
ど
ま
っ

た
。
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
徒
弟
が
最
初
の
契
約
に
署
名
し
て
い
る

割
合
の
高
さ
は
、
彼
ら
が
修
行
を
始
め
る
前
に
読
み
書
き
な
ど
の

教
育
を
受
け
て
い
る
か
、
署
名
を
必
要
と
さ
れ
る
労
働
経
験
が
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
ら
の
人
生
サ
イ
ク
ル
の
中
で
の
徒

弟
修
行
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

こ
の
よ
う
な
差
異
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
。
糸
縒
り
と
い
う

仕
事
の
性
格
や
署
名
率
が
低
い
こ
と
か
ら
は
、
撚
糸
工
の
徒
弟
に

は
田
舎
の
農
家
の
出
身
者
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
し
ま

い
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
農
家
の
息

子
は
四
人
（
一
三
・
七
九
％
）
の
み
で
、
社
会
的
出
自
は
ベ
ー
ル

織
り
職
人
と
同
様
に
多
岐
に
及
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
二
九
人
の

撚
糸
工
の
徒
弟
の
う
ち
、
一
七
七
五
年
ま
で
に
親
方
に
な
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
の
は
一
人
だ
け
で
、
徒
弟
か
ら
親
方
に
な
る
割

合
は
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
一
〇
％
か
ら
一
二
％
と
い
う
数
字

（【
表
2
】
参
照
）
と
比
べ
て
た
い
へ
ん
低
か
っ
た
。
親
方
資
格
授

史
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与
記
録
の
側
か
ら
見
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
七
六
〇
年

か
ら
七
五
年
ま
で
に
資
格
を
得
た
親
方
五
一
人
の
う
ち
の
二
七
人

が
同
ギ
ル
ド
の
親
方
の
息
子
で
あ
り
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
他
の

二
つ
の
ギ
ル
ド
よ
り
も
閉
鎖
的
だ
っ
た
。
ギ
ル
ド
の
閉
鎖
性
が
高

い
場
合
に
、
徒
弟
に
入
る
と
い
う
行
為
が
、
社
会
上
昇
や
技
術
習

得
の
機
会
と
し
て
よ
り
も
労
働
契
約
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
労
働
経

験
や
教
育
レ
ベ
ル
の
低
い
者
が
集
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
の
仮
説
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
他
の
業
種
を
含
め
、
よ
り
多

く
の
事
例
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
一
度
目
の
徒
弟
契
約
か
ら
親
方
資
格
を
得
る
ま
で
に

要
し
て
い
る
年
月
は
、
徒
弟
か
ら
親
方
に
な
っ
た
一
一
八
人
の
ベ

ー
ル
織
り
職
人
の
う
ち
、
極
端
に
不
規
則
な
八
例
を
除
い
た
一
一

〇
人
に
つ
い
て
見
る
と
、
平
均
一
二
・
二
年
で
、
バ
レ
ン
シ
ア
の

絹
織
物
ギ
ル
ド
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
（
60
）
。
た
だ
し
、
一
七
八

二
年
か
ら
一
七
九
九
年
ま
で
に
徒
弟
に
入
っ
た
六
〇
人
の
平
均
で

は
一
四
・
一
八
年
、
一
八
〇
〇
年
以
降
の
五
〇
人
の
平
均
で
は
九
・

八
二
年
と
、
明
ら
か
に
変
化
し
て
い
る
。
ギ
ル
ド
規
約
が
定
め
る

徒
弟
と
職
人
と
し
て
の
修
業
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
四
年
間
と
三
年
間

だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
一
八
世
紀
に
は
二
倍
近
い
年
月
を

要
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
規
約
の
最
低
年

限
に
近
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
有
力
な

親
方
に
雇
わ
れ
て
職
人
の
よ
う
に
働
く
親
方
が
多
く
出
て
く
る
こ

と
も
わ
か
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
親
方
と
し
て
の
独
立
が
容
易
に

な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

六
、
結

論

最
後
に
以
上
の
分
析
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
、

若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。
本
稿
で
対
象
と
し
た
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ

の
絹
の
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル

ド
は
、
い
ず
れ
も
本
稿
で
対
象
と
し
た
時
期
を
通
じ
て
徒
弟
を
受

け
入
れ
、
親
方
資
格
を
出
し
つ
づ
け
て
お
り
、
度
重
な
る
危
機
や

経
済
状
況
の
変
化
の
中
で
も
、
有
力
な
ギ
ル
ド
と
し
て
存
続
し
続

け
た
。
徒
弟
や
親
方
の
出
自
が
多
様
で
、
か
つ
時
代
と
と
も
に
変

化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
手
工
業
者
の
集
団
が
け
っ
し
て
固
定

的
で
は
な
く
、
時
代
の
要
請
を
受
け
て
常
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
、

ギ
ル
ド
に
よ
っ
て
割
合
や
属
性
は
異
な
る
が
、
あ
る
程
度
柔
軟
に

他
業
種
や
市
外
か
ら
の
参
入
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
ベ
ー
ル
織
り
や
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
の
よ
う
に
技
術
の
熟
練

を
必
要
と
す
る
職
種
に
お
い
て
、
外
部
か
ら
の
参
入
を
支
え
て
い

る
の
は
徒
弟
制
度
で
あ
る
と
言
え
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
地
域
内
で
の

社
会
的
地
理
的
な
流
動
性
を
実
現
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
対
象
と

し
た
よ
う
な
手
工
業
ギ
ル
ド
が
果
た
し
た
役
割
も
確
認
す
る
こ
と

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
二
七
（
一
二
七
）



が
で
き
た
。
し
か
し
、
徒
弟
修
行
を
終
え
て
職
人
と
し
て
ギ
ル
ド

に
残
っ
た
の
が
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
場
合
で
（
暫
定
的
な
見
積
も

り
で
は
あ
る
が
）
四
割
程
度
、
親
方
に
な
っ
た
の
が
一
二
％
程
度

と
す
る
と
、
ギ
ル
ド
を
離
れ
た
若
者
に
と
っ
て
徒
弟
制
度
が
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
も
無
視
で
き
な
い
。
今

回
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
ら
ず
、
技
術
教
育
に
お
け
る

ギ
ル
ド
の
役
割
を
よ
り
的
確
に
評
価
す
る
た
め
に
、
今
後
、
徒
弟

修
行
の
内
容
と
合
わ
せ
て
、
徒
弟
の
そ
の
後
を
解
明
す
る
手
が
か

り
と
な
る
よ
う
な
史
料
を
探
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
当
然
な
が
ら
、
徒
弟
制
度
は
技
術
教
育
と
若
年
労
働
の
二

つ
の
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
技
術
教
育
制
度
と
し
て
理
想
化
し
て

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
労
働
契
約
と
し
て
み
よ
う
と
す
れ
ば
、

徒
弟
契
約
の
史
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
に
限
界
が
あ
り
、

文
書
で
の
契
約
が
残
っ
て
い
な
い
職
種
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ

と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
他
の
地
域
や
他
の
職
種
、
農
業
労
働
や

家
内
労
働
な
ど
を
含
め
た
他
の
職
業
形
態
の
若
年
労
働
の
条
件
と

比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
あ
る
程
度
の
推
測
を
含
め
て
考
察
し

て
い
く
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
先
に
紹
介
し
た

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
の
第
一
五
回
「
労
働
の
歴
史
」
研
究
大
会
（
二

〇
一
五
年
）
で
行
っ
た
よ
う
な
比
較
研
究
を
、
今
後
も
続
け
て
い

き
た
い
。

問
題
の
所
在
で
あ
げ
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
産
業
化
へ
の
ギ
ル
ド

に
組
織
さ
れ
た
手
工
業
の
寄
与
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

親
方
た
ち
の
「
死
後
財
産
目
録
」
な
ど
の
分
析
か
ら
、
生
産
形
態

や
交
易
の
実
態
、
資
本
蓄
積
の
可
能
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、

ま
た
徒
弟
修
行
を
終
え
た
職
人
た
ち
の
そ
の
後
な
ど
も
明
ら
か
に

す
る
史
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
稿
で
扱
っ
た
ギ
ル

ド
の
徒
弟
制
度
の
あ
り
方
と
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
評

価
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

註（
１
）
本
稿
は
平
成
二
五
年
度
塾
派
遣
留
学
（
慶
應
義
塾
大
学
）
お
よ

び
平
成
二
八
年
度
学
事
振
興
基
金
（
同
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
に
関
わ
る
ス
ペ
イ
ン
で
の
調
査
お
よ
び
研

究
発
表
の
多
く
は
、
ス
ペ
イ
ン
経
済
産
業
競
争
力
省
の
助
成
に
よ

る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
危
機
と
労
働

市
場
の
再
構
築
（
一
七
六
〇
―
一
九
六
〇
）」
の
枠
内
で
、
ア
ン
ジ

ャ
ル
ス
・
ス
ラ
ー
と
の
共
同
研
究
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

調
査
の
う
ち
共
同
で
行
っ
た
も
の
と
個
人
で
行
っ
た
も
の
の
別
は
、

注
な
ど
に
よ
り
明
示
す
る
。（E

sta
investigación

se
ha

llevado
a

cabo
dentro

del
proyecto

H
A

R
2014

�57187

�P
“C

risis
y

re-
construcciones

de
los

m
ercados

de
trabajo

en
C

ataluña
（1760

�1960

）.O
cupaciones,

culturas
del

trabajo
y

estrate-
gias

adaptatibas”,
financiado

por
el

M
inisterio

de
E

conom
ía,

Industria
y

C
om

petitividad.
Y

gran
parte

de
este

artículo
es
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fruto
de

una
investigación

conjunta
realizada

con
À

ngels
Solà

en
el

m
arco

de
este

proyecto.

）

（
２
）
ギ
ル
ド
の
再
評
価
と
い
う
立
場
に
立
つ
新
し
い
視
点
か
ら
の
ギ

ル
ド
研
究
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。E

pstein,S.R
.

（1998

）,
“C

raft
G

uilds,
A

pprenticeship
and

T
echnological

C
hange

in
Prem

odern
E

urope”,
T

he
Journal

of
E

conom
ic

H
istory,

58

（
同
論
文
はE

pstein/Prak

（2008

）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、

以
下E

pstein

（1998/2008

）
と
表
記
し
、
再
録
文
献
の
頁
数
を

あ
げ
る
）;E

pstein,
S.

R
./Prak,

M
.

（eds.

）（2008

）,G
uilds,

Innovation
and

the
E

uropean
E

conom
y,

1400

�1800,
C

am
-

bridge
;Lucassen

,
J./

D
e

M
oor,

T
./

V
an

Zanden
,

J.
L

.

（eds.

）（2008

）,T
he

R
eturn

ofthe
G

uilds.

（International
R

e-
view

ofSocial
H

istory
Supplem

ents,
16

）,C
am

bridge
;Prak,

M
./Lis,

C
./Lucassenn,

J./Soly,
H

.
（eds.

）（2006

）,C
raft

G
uilds

in
the

E
arly

M
odern

Low
C

ountries
:W

ork,
Pow

er,
and

R
epresentation

,A
ldershot.

有
用
な
ま
と
め
と
し
て
、
唐

澤
達
之
（
二
〇
一
〇
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ギ
ル
ド
史
研
究
の
一
動
向

―
オ
ー
グ
ル
ヴ
ィ
と
エ
プ
ス
タ
イ
ン
の
論
争
を
中
心
に
―
」『
産
業

研
究
（
高
崎
経
済
大
学
附
属
研
究
所
紀
要
）』
45
巻
2
号
。
ま
た
、

両
者
の
論
争
は
、O

gilvie,S.C
.

（2004

）,“G
uilds,E

fficiency,
and

SocialC
apitalE

vidence
from

G
erm

an
Proto-industry”,

E
conom

ic
H

istory
R

eview
,57

;E
pstein,S.R

.

（2008

）,“C
raft

G
uilds

in
the

Pre-m
odern

E
conom

y
:A

D
iscussion

”,
E

co-
nom

ic
H

istory
R

eview
,61

;O
gilvie,S.C

.

（2008

）,“R
ehabili-

tating
the

G
uilds

:A
R

eply”,
E

conom
ic

H
istory

R
eview

,
61,

1.

（
３
）
エ
プ
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
経
済
的
視
点
か
ら
の
評
価
に
加
え
、
社

会
的
・
文
化
的
観
点
か
ら
の
分
析
を
含
め
た
徒
弟
制
度
の
研
究
と

し
て
、D

e
M

unck,B
.

（2007

）,T
echnologies

ofLeaning
:A

p-
prenticeship

in
A

ntw
erp

G
uilds

from
the

15th
centry

to
the

E
nd

of
the

A
ncien

R
égim

,
T

urnhort
;

D
e

M
unck

,
B

./
K

aplan,
S.

L
./Soly

,
H

.

（eds.

）（2007

）,Learning
on

the
Shop

F
loor

:H
istorical

Perspectives
on

A
pprenticeship

,
O

x-
ford.

（
４
）

E
pstein

（1998/2008

）,pp.54

�57,60

�62.

ま
た
徒
弟
制
に

よ
る
技
術
教
育
は
、
の
ち
に
徒
弟
や
職
人
の
移
動
に
よ
り
技
術
の

伝
播
を
う
な
が
し
、
技
術
革
新
に
も
大
い
に
貢
献
し
た
と
す
る
。

ibid
.,pp.74

�76.

（
５
）
ル
カ
・
モ
カ
レ
ッ
リ
は
、
オ
ー
グ
ル
ヴ
ィ
が
ギ
ル
ド
を
経
済
発

展
の
足
枷
と
み
る
の
は
、
家
庭
内
で
技
術
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ

う
な
ド
イ
ツ
農
村
部
の
粗
野
な
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
物
を
対
象
と
し

て
論
じ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
ギ
ル
ド
に
お
け

る
奢
侈
品
製
造
業
の
よ
う
に
、
ギ
ル
ド
に
よ
る
技
術
伝
承
が
大
き

な
役
割
を
果
た
す
事
例
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。M

o-
carelli,L.,“G

uilds
R

eappraised
:Italy

in
the

E
arly

M
odern

Period
”,

in
Lucassen

/
D

e
M

oor/
V

an
Zanden

（eds.

）

（2008

）,p.173.

こ
の
点
で
、
イ
グ
ア
ラ
ー
ダ
（
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

内
陸
部
）
の
毛
織
物
業
を
対
象
と
し
、
都
市
の
ギ
ル
ド
を
避
け
て

農
村
部
で
工
業
化
が
進
ん
だ
と
い
う
従
来
の
見
方
を
否
定
し
て
、

プ
ロ
ト
工
業
化
の
中
で
の
ギ
ル
ド
の
役
割
を
論
じ
た
ジ
ャ
ウ
マ
・

ト
ー
ラ
ス
の
先
駆
的
な
業
績
は
改
め
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。T

orras
,

J.

（1992

）,
“G

rem
io

,
fam

ilia
y

cam
bio

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
二
九
（
一
二
九
）



económ
ico.Pelaires

y
tejedores

en
Igualada

（1695

�1765

）”,
R

evista
de

H
istoria

Industrial,2,pp.
11

�30
;idem

.

（1999

）,
“G

rem
is

i
indústria

rural
a

la
C

atalunya
m

oderna”,
in

A
A

V
V

,
D

octor
Jordi

N
adal.

La
industrialització

i
el

desen-
volpam

ent
econòm

ic
d´E

spanya
,B

arcelona.

（
６
）
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
の
規
模
に
つ
い
て
、
統
計
の
数
字
に

は
幅
が
あ
り
ひ
と
つ
の
目
安
に
す
ぎ
な
い
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
主
要

産
地
の
一
八
世
紀
最
後
の
三
分
の
一
世
紀
に
お
け
る
織
機
の
数
を

比
較
す
る
と
、
絹
布
の
織
機
／
リ
ボ
ン
織
機
／
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
編

み
機
の
順
に
、
ト
レ
ド
で
は
一
七
六
台
／
二
一
三
〇
台
／
一
二
台
、

グ
ラ
ナ
ダ
で
は
二
〇
〇
台
／
四
五
〇
〇
台
／
二
〇
〇
台
、
バ
レ
ン

シ
ア
で
は
二
五
二
二
台
／
三
〇
〇
台
／
九
二
台
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ

で
は
五
二
四
台
／
二
七
〇
〇
台
／
九
〇
〇
台
と
な
り
、
リ
ボ
ン
や

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
生
産
に
強
い
新
興
生
産
地
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
特

徴
が
わ
か
る
。N

adal,J/B
enaul,J.M

./Sudrià,C
.

（2003

）,
A

tlas
de

la
industrialización

española,
1750

�2000
,M

adrid,
p.42.

（
７
）
一
八
世
紀
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
は
絹
を
扱
う
七
つ
の
手
工
業
ギ

ル
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
生
産
と
販
売
の
特
権
を
持
っ
て
い
た
が
、
バ
レ

ン
シ
ア
に
お
い
て
は
生
糸
お
よ
び
絹
織
物
の
生
産
は
同
市
内
外
を

あ
わ
せ
て
一
つ
の
ギ
ル
ド
（
コ
レ
ヒ
オ
）
の
管
轄
下
に
お
か
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絹
産
業
の
中
心
地
の
一
つ
で
研
究
が
進
ん
で
い
る

イ
タ
リ
ア
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
は
、
絹
に
関
わ
る
生
産
工
程
の
大
半

を
傘
下
に
お
く
ア
ン
ブ
レ
ラ
・
ギ
ル
ド
で
あ
る
ア
ル
テ
・
デ
ッ

ラ
・
セ
タ
が
生
産
の
調
整
を
担
い
、
単
独
の
ギ
ル
ド
が
構
成
さ
れ

た
の
は
織
布
（
一
五
八
九
年
）
と
製
糸
（
一
六
七
三
年
）
の
み
だ

っ
た
。
ま
た
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
い
て
は
絹
を
扱
う
手
工
業
ギ
ル

ド
の
親
方
か
ら
、
多
く
の
資
本
主
義
的
企
業
家
が
出
て
く
る
が
、

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
限
ら
ず
北
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
で
は
、
中
世
後
期
以

降
セ
タ
イ
オ
リ
と
呼
ば
れ
る
商
人
企
業
家
が
絹
産
業
全
般
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
、
親
方
の
大
半
が
自
立
的
な
経
済
活
動
の
機
会
を
失

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
商
人
と
の
関
係
が
そ
の
後
の
産

業
化
と
の
関
わ
り
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
バ
ル

セ
ロ
ー
ナ
に
つ
い
て
�
山
道
佳
子
（
二
〇
一
四
）「
ギ
ル
ド
社
会
に

お
け
る
職
業
と
家
族
―
産
業
革
命
前
夜
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け

る
絹
産
業
（
一
七
七
〇
―
一
八
一
七
）―
」『
ス
ペ
イ
ン
史
研
究
』

二
八
号
、
六
四
―
八
三
頁
、
バ
レ
ン
シ
ア
に
つ
い
て
�Franch,R

.

（2000

）,La
sedería

valenciana
y

el
reform

ism
o

borbónico
,

V
alencia

;idem
.

（1996

）,“La
sedería

valenciana
en

el
siglo

X
V

III”,
E

spaña
y

Portugal
en

las
rutas

de
la

seda
.

D
iez

siglos
de

producción
y

com
ercio

entre
O

riente
y

O
ccidente,

B
arcelona

、ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
つ
い
て
�Pfister,U

.,“C
raft

G
uilds,

the
T

heory
of

the
Firm

,
and

E
arly

M
odern

Proto-
industry”,

in
E

pstein
/Prak

（2008

）,pp.
42

�43
;Lis/Soly

（2008

）,pp.97

�98

な
ど
を
参
照
。

（
８
）
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
が
同
ギ
ル
ド
の
管
轄
に
入
っ
た
の
は
一
七
四
五

年
以
降
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
後
半
の
主
要
生
産
品
は
機
械
編
み

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
で
あ
り
、
当
時
の
史
料
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
の

場
合
に
「
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
９
）
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ッ
ク
ス
」
と
は
、
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ズ
が
一
八
世

紀
パ
リ
の
製
造
業
の
発
展
を
消
費
革
命
と
の
関
連
で
論
じ
た
中
で

生
み
出
し
た
造
語
で
、
贅
沢
品
の
廉
価
な
一
般
向
け
コ
ピ
ー
を
さ

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
三
〇
（
一
三
〇
）



す
。Fairchilds,C

.

（1993

）,“T
he

Production
and

M
arketing

of
Populuxe

G
oods

in
E

ighteenth-C
entury

Paris
”

,
in

B
rew

er,
J./Porter,

R
.

（eds.

）:C
onsum

ption
and

the
W

orld
ofG

oods,London/N
ew

Y
ork,pp.228

�248.

リ
ス
と
ソ
リ
ー

は
、
こ
の
よ
う
な
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ッ
ク
ス
」
繊
維
製
品
が
輸
出
向
け

に
生
産
さ
れ
る
場
合
の
生
産
形
態
（
商
人
を
中
心
と
し
た
問
屋
制

家
内
工
業
か
、
ギ
ル
ド
親
方
を
中
心
と
し
た
下
請
け
か
）
に
注
目

し
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
産
業
化
を
可
能
と
す
る
資
本
蓄
積
に
大
き

く
関
連
す
る
と
論
じ
る
。Lis,C

./Soly,H
.

（2008

）,“Subcon-
tracting

in
G

uild-based
E

xport
T

rades
,

T
hirteenth-

E
ighteenth

C
enturies”,in

E
pstein/Prak

（2008

）,p.84.

な
お
、
一
八
世
紀
後
半
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
経
済
発
展
の
全
体

に
と
っ
て
植
民
地
市
場
の
自
由
化
が
も
っ
た
意
味
は
限
定
的
で
あ

る
と
の
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
絹
産
業
（
と
く
に
こ
こ
で
扱

う
絹
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
）
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
小
規
模
生
産
者

が
植
民
地
と
の
直
接
取
引
を
主
と
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と
や
、
植

民
地
に
お
け
る
輸
入
絹
製
品
を
国
産
品
で
代
替
す
る
た
め
に
、
王

権
に
よ
り
振
興
策
や
交
易
に
お
け
る
優
遇
策
が
出
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
お
り
、
自
由
化
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
絹
と
植
民
地
交
易
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
、
研
究
の
蓄
積
が
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
交
易
と
絹
産
業
に
つ
い
て
、M

úñoz,D
.

（2016

）,“La
seda

en
elcom

ercio
colonial

español
de

la
se-

gunda
m

itad
del

siglo
X

V
III”,

C
ongreso

Internacional.
Las

R
utas

de
Seda

en
la

H
istoria

de
E

spaña
y

Portugal,U
niver-

sitat
de

V
alència,

26,
27

y
28

de
octubre

2016
;G

arcía-

B
aquero

G
onzàñez,

A
.

（1972

）,“C
om

ercio
colonial

y
pro-

ducción
industrial

en
C

ataluña
a

finales
del

siglo
X

V
III”,

in
N

ada,J./T
ortella,

G
.

（eds.

）,A
gricultura,

com
ercio

colo-
nial

y
crecim

iento
económ

ico
en

la
E

spaña
contem

poránea
,

B
arcelona,pp.268

�29.

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
産
業
化
と
植
民
地
交

易
に
つ
い
て
、Delgado,J.M

.

（1995

）,“M
ercado

interno
ver-

sus
m

ercado
colonial

en
la

prim
era

industrialización
española,

R
evista

de
H

istoria
E

conóm
ica

,
X

III,
pp.

11

�31
;

V
alls,

F
.

（2003

）,La
C

atalunya
atlàntida

.
A

iguardents
i

teixits
a

l´arrencada
industrial

catalana
,V

ic.

バ
ル
セ
ロ
ー

ナ
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
の
植
民
地
と
の
直
接
取
引
に
つ
い
て

は
、Y

am
am

ichi,Y
.

（2017
en

prensa

）,“Los
fabricantes

de
m

edias
de

seda
en

la
B

arcelona
pre-industrial,

1770

�1808”,
in

Solà,A
.

（ed.

）,G
rem

ios,trabajo,
artesanos

y
género

en
el

sur
de

E
uropa,

siglos
X

V
I-X

IX
,B

arcelona.

（
１０
）
絹
を
扱
う
ギ
ル
ド
の
親
方
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
し
た
捺
染
綿

布
工
場
の
例
と
し
て
、
ベ
ー
ル
織
親
方
ジ
ュ
ゼ
ッ
プ
・
カ
ナ
レ
ー

タ
と
ミ
ケ
ル
・
ビ
デ
ィ
エ
ー
リ
ャ
ス
ら
に
よ
る
ジ
ュ
ゼ
ッ
プ
・
カ

ナ
レ
ー
タ
会
社
（
一
七
五
三
年
）、
ベ
ー
ル
織
親
方
ミ
ケ
ル
・
フ
ル

マ
ン
テ
ィ
ー
、
毛
織
物
織
元
フ
ラ
ン
セ
ス
ク
・
ジ
ュ
ス
ト
、
ス
ト

ッ
キ
ン
グ
製
造
親
方
ジ
ュ
ゼ
ッ
プ
・
サ
バ
テ
ー
・
イ
・
リ
ョ
ピ
ス

ら
に
よ
る
会
社
（
一
七
五
九
年
）、
ベ
ー
ル
織
親
方
イ
ジ
ド
ラ
・
カ

タ
ラ
ー
、
ニ
コ
ラ
ウ
・
シ
ビ
ー
リ
ャ
、
反
物
商
で
登
録
商
人
の
ア

ン
ト
ニ
・
ジ
ス
ペ
ー
ル
ら
に
よ
る
イ
ジ
ド
ラ
・
カ
タ
ラ
ー
会
社

（
一
七
六
二
年
）、
ベ
ー
ル
織
親
方
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ル
マ
ン
ゴ
ル
に

よ
る
会
社
（
一
七
六
六
年
）
な
ど
。
山
道
（
二
〇
一
四
）
六
四

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
三
一
（
一
三
一
）



―
六
五
頁；

M
olas,

P
.

（1970

）,Los
grem

ios
barceloneses

del
siglo

X
V

III,
M

adrid,
pp.

425

�442
;La

Force,
J.

C
.

（1965

）,
T

he
D

evelopm
ent

of
the

Spanish
T

extile
Industry,

1750

�

1800
,B

erkeley,pp.11

�12.

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
綿
工
業
の
創
業

者
・
共
同
出
資
者
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、T

hom
son,J.K

.J.

（1992
）,A

D
istinctive

Industrialization
.

C
otton

in
B

arce-
lona

1728
�1832

,C
am

bridge,pp.148

�160.

（
１１
）
な
お
、
政
府
に
よ
る
解
散
命
令
は
、
生
産
と
流
通
を
独
占
的
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
組
織
と
し
て
の
ギ
ル
ド
の
解
散
を
意
味
し
て

お
り
、
生
産
者
団
体
と
し
て
の
組
織
の
解
散
が
命
じ
ら
れ
た
訳
で

は
な
い
。
ま
た
、
徒
弟
制
度
に
つ
い
て
も
同
時
に
消
滅
し
て
は
お

ら
ず
、
本
稿
で
扱
う
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
織
物
業
（
ベ
ー
ル
織
り

職
人
）
で
は
少
な
く
と
も
一
八
四
五
年
ま
で
徒
弟
契
約
文
書
が
確

認
さ
れ
た
。

（
１２
）
奥
野
良
知
（
二
〇
〇
一
）「
一
八
世
紀
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
地
域

工
業
化
―
産
地
形
成
と
業
種
転
換
を
中
心
に
―
」『
社
会
経
済
史

学
』、
同
（
二
〇
〇
八
）「
一
八
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
補
説
14

小
さ

な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
―
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
工
業
化
と
そ
の
要
因
」
関

哲
行
・
立
石
博
高
・
中
塚
次
郎
編
『
歴
史
大
系

ス
ペ
イ
ン
史

１
』（
山
川
書
店
）、
四
二
四
―
四
二
六
頁
、
同
（
二
〇
一
一
）「
ス

ペ
イ
ン
の
地
域
的
多
様
性
―
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
工
業
化
の
歴
史
的

要
因
を
中
心
に
―
」
加
藤
里
美
・
中
垣
勝
臣
編
『
全
球
化
社
会
の

深
化
―
異
文
化
を
巡
る
化
合
・
還
元
・
融
蝶
』（
成
文
堂
）
な
ど
。

（
１３
）
ニ
エ
ト
と
ソ
フ
ィ
オ
は
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
研
究
の
遅
れ
の
一

因
と
し
て
、
問
題
意
識
が
遅
れ
て
伝
わ
っ
た
た
め
に
、
ギ
ル
ド
の

有
効
性
を
め
ぐ
る
論
争
の
影
響
を
受
け
、
有
効
で
あ
る
の
か
否
か
、

技
術
革
新
に
対
し
て
プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
っ
た
二
項

対
立
的
な
議
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
。N

ieto
Sánchez,

J.
A

./Zofío
Llorente,

J.
C

.

（2014a

）,“E
l

retorno
grem

ial
:

una
visión

desde
el

M
adrid

de
la

E
dad

M
o-

derna”,
com

unicación
al

X
I

C
ongreso

Internacional
de

la
A

sociación
E

spañola
H

istoria
E

conóm
ica

.

も
ち
ろ
ん
、
一
八

世
紀
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ギ
ル
ド
を
総
論
と
し
て
扱
っ
た
ペ
ラ
・
モ

ラ
ス
の
古
典
的
研
究
の
持
つ
意
味
や
、
先
に
あ
げ
た
ト
ー
ラ
ス
の

研
究
の
先
駆
性
を
否
定
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
ス
ペ
イ

ン
に
お
い
て
ギ
ル
ド
研
究
を
活
性
化
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

モ
ラ
ス
の
大
著
は
絹
産
業
ギ
ル
ド
に
関
す
る
記
述
も
詳
し
い
が
、

残
念
な
が
ら
近
年
の
新
た
な
視
点
に
よ
る
研
究
の
進
展
に
応
え
る

も
の
で
は
な
い
。M

olas,

（1970

）;T
orras

（1992

）;idem
.

（1999

）.

（
１４
）

X
I

C
ongreso

Internacional
de

la
A

E
H

E
,

Sesión
5

:G
re-

m
ios

y
corporaciones

laborales
en

la
transición

del
feuda-

lism
o

al
capitalism

o.
Siglos

X
III-X

IX
,C

U
N

E
F

,
M

adrid,
4

y
5

de
septiem

bre
2014.

（
１５
）

A
reas.

R
evista

internacional
de

ciencias
sociales,

34

（2015

）:G
rem

ios
y

corporaciones
laborales

en
la

transi-
ción

del
feudalism

o
al

capitalism
o

.
Siglos

X
III

�X
IX

.

（http
://revistas.um

.es/areas

）.
（
１６
）
特
に
ニ
エ
ト
を
中
心
と
し
た
マ
ド
リ
ー
ド
自
治
大
学
の
グ
ル
ー

プ
と
、
フ
ラ
ン
ク
を
中
心
と
し
た
バ
レ
ン
シ
ア
大
学
近
世
史
グ
ル

ー
プ
の
研
究
は
特
筆
に
値
す
る
。
具
体
的
成
果
に
つ
い
て
は
以
下
、

本
論
の
註（
２９
）、（
３６
）、（
５１
）を
参
照
。

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
三
二
（
一
三
二
）



（
１７
）

X
V

Jornadas
de

H
istoria

del
T

rabajo
:“Los

tratos
del

trabajo
:

salarios
y

otras
form

as
de

rem
uneración

（s
.

X
V

III

�XX

）,U
niversitat

de
B

arcelona,
3

y
4

de
junio

2015.
（
報
告
集
未
刊
行
）

（
１８
）

X
V

I
Jornadas

de
H

istoria
del

T
rabajo

:“G
rem

ios,
cole-

gios,trabajo
y

género.A
grem

iados,
colegiados

y
aresanos,

siglos
X

V
I

�XIX
”,

U
niversitat

de
B

arcelona,
30

y
31

de
m

ayo
2016.

フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
一
部
都
市
で
は
リ
ネ

ン
や
絹
の
織
物
な
ど
の
分
野
を
中
心
に
複
数
の
ギ
ル
ド
の
中
に
女

性
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
例
（
一
八
世
紀
の
ナ
ン
ト
、
ボ
ロ
ー
ニ

ャ
、
ケ
ル
ン
な
ど
）
や
、
女
性
だ
け
の
ギ
ル
ド
が
組
織
さ
れ
る
例

（
パ
リ
や
ル
ー
ア
ン
で
の
女
性
裁
縫
師
ギ
ル
ド
、
ル
ー
ア
ン
の
リ
ネ

ン
織
物
ギ
ル
ド
な
ど
）
が
存
在
す
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
近
世
後

期
以
降
ギ
ル
ド
へ
の
女
性
の
参
加
は
認
め
ら
れ
ず
、
公
式
の
徒
弟

制
度
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
。
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
労
働
と
ギ

ル
ド
に
つ
い
て
、C

row
ston,C

.

（2008

）,“W
om

en,G
ender

and
G

uilds
in

E
arly

M
odern

E
urope

:A
n

O
verview

of
R

e-
cent

R
eserch

”,
Lucassen

/D
e

M
oor/van

Zanden
（eds.

）

（2008

）,pp.19

�44.

一
八
世
紀
の
新
し
い
経
済
状
況
下
で
の
女
性

労
働
に
つ
い
て
、H

after,D
.M

./K
usher,N

.

（eds.

）（2015
）,

W
om

en
and

W
ork

in
E

ighteenth-century
F

rance
,

B
aton

R
ouge.

な
ど
。

（
１９
）

Solà,A
.

（ed.

）（2017
en

prensa

）.

（
註（
９
）参
照
）

（
２０
）
七
つ
の
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
、
山
道
（
二
〇
一
四
）、
六
五
―
六

六
頁
。
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
に
つ
い
てM

olas

（1970

）,pp.
453

�498

、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
に
つ
い
てibid

.,pp.

511

�518.

（
２１
）
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
の
規
約
は
、A

H
C

B
,C

A
M

S

（C
ol.

legi
de

l´A
rte

m
ajor

de
la

seda

）,V
elers,

A
M

M
-C

�52,
01

�

01

�04

（
一
六
七
三
、
一
六
八
五
年
な
ど
一
七
世
紀
ま
で
の
規
約
や

一
部
条
項
の
改
訂
）；

01

�01

�11

（
一
七
三
六
年
の
規
約
、
一
七
六

三
年
と
一
八
二
五
年
に
印
刷
）；

01

�01

�13

（
一
七
六
九
年
の
改

訂
）；

01

�02

�15

（
一
七
七
〇
年
の
改
訂
）
な
ど
。
ス
ト
ッ
キ
ン
グ

製
造
者
ギ
ル
ド
の
規
約
は
、A

H
C

B
,Junta

de
C

om
erç,vol.15,

ff.1

�9

（
一
七
五
二
年
規
約
の
コ
ピ
ー
、
以
下
何
年
の
規
約
で
あ

る
か
の
み
記
載
）；

35

�49v.

（
一
七
七
六
年
）；

104

�111

（
一
七

七
八
年
）；

187

�214

（
一
七
八
〇
年
）；

A
H

PB
,F

orés,1008/20,
22/julio/1770

（
一
七
七
〇
年
）；

M
orelló,1117/50,ff.115

�

122

（
一
八
一
六
年
）。
ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
の
徒
弟
・
職

人
・
親
方
登
録
名
簿
は
、A

H
C

B
,G

rem
is,

F
ons

G
rem

ial
E

spe-
cial,

V
elers,

2B

�42

�5,
“Llibre

ahont
son

continuats
las

en-
tradas

de
A

pranents,
M

estrias
y

Llogaters
de

las
casas”

（1788

�1834

）.

（
２２
）
今
回
判
明
し
利
用
し
た
、
各
ギ
ル
ド
の
記
録
を
担
当
し
た
公
証

人
は
下
記
の
通
り
（
カ
ッ
コ
内
は
担
当
時
期
）。
ベ
ー
ル
織
り
職
人

ギ
ル
ド
�J.

Sanjoan

（1770

�1771,
1781

�1803

）;C
.

R
ondó

（1772

�1773

）;
J.

A
.

C
atà

（1804

�1820

）;M
.

Lafont

（1820

�

1834).

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
�B

.Forés

（1770

�

1775

）;V
.G

ibert

（1776

�1790

）;J.M
orelló

（1790

�1817

）;J.
M

orelló
iM

as

（1825

�1838

）.

撚
糸
工
ギ
ル
ド
�B

.Forés
（1760
�1775

）.

（
２３
）
ス
ラ
ー
の
一
七
六
〇
年
の
記
録
を
対
象
と
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
三
三
（
一
三
三
）



同
時
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
手
工
業
ギ
ル
ド
の
う
ち
、
徒
弟
契
約

に
際
し
て
文
書
が
交
わ
さ
れ
た
の
は
二
割
程
度
に
と
ど
ま
る
。Solà,

À
./Y

am
am

ichi,
Y

.

（2015b

）,“Los
contratos

laborales
de

los
artesanos

de
B

arcelona
de

los
m

ediados
del

siglo
X

V
III

a
m

ediados
del

siglo
X

IX
”,

com
unicación

a
las

X
V

Jornadas
de

H
istoria

del
T

rabajo.

（
口
答
発
表
、
未
刊
行
）

（
２４
）
共
同
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
本
の
論
文
を
参
照
�

Solà,
À

./Y
am

am
ichi,

Y
.

（2016

）,“O
fici

i
Fam

ília
a

B
arce-

lona,
1790

�1817.
E

l
cas

de
tres

grem
is

seders”,
A

ctes
del

V
II

C
ongrés

d’H
istòria

M
oderna

de
C

atalunya
:«C

atalunya,
entre

la
guerra

i
la

pau
,

1713,
1813

»

（U
niversitat

de
B

ar-
celona,

17

�20,
desem

bre,
2013

）,pp.631

�650.

お
よ
びSolà,

A
./

Y
am

am
ichi,

Y
.

（2015a

）,“E
ntre

el
aprendizaje

y
la

m
aestría.

E
l

caso
del

grem
io

de
velers

de
B

arcelona
,

1770

�1834”
;Á

reas.
R

evista
internacional

de
ciencias

socia-
les,34.

前
者
は
第
７
回
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
近
世
史
学
会
」（
二
〇

一
三
年
）
で
の
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
、
一
七
九
〇
年
か
ら
一

八
一
七
年
ま
で
の
ベ
ー
ル
織
り
・
リ
ボ
ン
織
り
・
ス
ト
ッ
キ
ン
グ

製
造
の
親
方
資
格
授
与
記
録
と
遺
言
書
に
よ
り
、
職
業
の
継
承
と

家
族
に
つ
い
て
論
じ
た
。
た
だ
し
ベ
ー
ル
織
り
ギ
ル
ド
の
親
方
資

格
授
与
記
録
は
一
八
〇
三
年
ま
で
し
か
扱
え
て
い
な
い
。
後
者

（『
ア
レ
ア
ス
』
ギ
ル
ド
研
究
特
集
号
所
収
論
文
）
は
、「
徒
弟
と
親

方
の
間
」
と
題
し
て
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
る
ベ
ー
ル
織
り
職
人

ギ
ル
ド
に
つ
い
て
の
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
一
七
七
〇
年
か

ら
一
八
三
四
年
ま
で
を
対
象
と
し
、
徒
弟
契
約
に
つ
い
て
も
扱
っ

て
い
る
。

（
２５
）
個
人
の
同
定
に
は
、
名
前
だ
け
で
な
く
、
出
身
地
、
父
母
の
名

前
、
父
親
の
職
業
な
ど
の
情
報
を
使
用
し
た
。

（
２６
）

A
H

C
B

,C
A

M
S,V

elers,A
M

M

�C

�52,01

�01

�11.

な
お
、
親

方
一
人
当
た
り
の
徒
弟
の
数
は
、
一
六
七
三
年
の
規
約
で
は
二
人

を
上
限
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。ibid.,

A
M

M

�C

�52,01

�01

�04.

（
２７
）
一
七
七
六
年
の
規
約
草
案
で
は
登
録
料
は
六
リ
ウ
ラ
と
な
っ
て

い
る
（
第
七
条
）。
ま
た
、
親
方
の
息
子
に
は
こ
の
納
入
金
を
免
除

す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
条
件
は
同
じ
と
す
る（
第
一
五
条
）。A

H
C

B
,

Junta
de

C
om

erç,vol.15,ff.35

�49v.

（
２８
）
建
設
業
は
、
病
院
等
の
工
事
の
支
払
い
帳
簿
が
残
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
賃
金
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
業
種
で
あ
る
。

V
ilar,

P
.

（1976

）,“T
ransform

aciones
económ

icas,
im

pulso
urbano

y
m

ovim
iento

de
los

salarios
:La

B
arcelona

del
siglo

X
V

III”,
en

C
recim

iento
y

desarrollo,
B

arcelona
3ed.,

pp.206

�214.

（
２９
）

Franch,
R

.

（2014

）,“Los
m

aestros
del

colegio
del

arte
m

ayor
de

la
seda

de
V

alencia
en

una
fase

de
crecim

iento
m

anufacturero

（1686

�1755

）”,
H

ispania
,

vol.
LX

X
IV

,
núm

.
246,p.46.

（
３０
）
一
リ
ウ
ラ
（
リ
ブ
ラ
）
は
二
〇
ソ
ウ
（
ス
エ
ル
ド
）、
一
二
デ

ィ
ネ
ー
（
デ
ィ
ネ
ロ
）
が
一
ソ
ウ
に
あ
た
る
（
貨
幣
単
位
は
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
語
を
使
用
、
カ
ッ
コ
内
は
ス
ペ
イ
ン
語
）。
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
の
一
リ
ウ
ラ
（
銀
本
位
）
は
、
ほ
ぼ
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
一
〇

レ
ア
ル
（
金
本
位
）
に
相
当
す
る
。

（
３１
）
一
七
五
二
年
の
規
約
に
は
三
〇
リ
ウ
ラ
と
あ
る
が
（
第
一
四

条
）、
一
七
七
〇
年
の
ギ
ル
ド
総
会
で
六
〇
リ
ウ
ラ
に
改
正
さ
れ
て

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
三
四
（
一
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四
）



い
る
。A

H
PB

,F
orés,1008/20,22

�julio

�1770
.

筆
者
が
参
照

し
た
一
七
七
〇
年
か
ら
九
〇
年
の
親
方
資
格
授
与
記
録
に
よ
る
と
、

実
際
に
支
払
わ
れ
て
い
た
金
額
は
、
親
方
の
息
子
・
娘
婿
で
な
い

場
合
に
は
手
数
料
を
合
わ
せ
て
六
五
リ
ウ
ラ
、
親
方
の
息
子
・
娘

婿
は
手
数
料
の
み
で
あ
っ
た
。

（
３２
）
一
七
三
七
年
の
規
約
に
よ
れ
ば
六
〇
リ
ウ
ラ
（
第
五
条
）
だ
が
、

ギ
ル
ド
の
登
録
名
簿
に
よ
れ
ば
、
親
方
の
息
子
・
娘
婿
で
な
い
職

人
が
実
際
に
支
払
っ
て
い
る
額
は
、
一
八
二
四
年
ま
で
は
一
〇
〇

リ
ウ
ラ
、
二
五
年
以
降
は
五
〇
リ
ウ
ラ
で
、
親
方
の
息
子
・
娘
婿

の
場
合
に
は
変
更
な
く
一
二
リ
ウ
ラ
一
ソ
ウ
だ
っ
た
。
一
七
八
九

年
以
降
は
こ
れ
に
加
え
、
各
種
の
例
外
的
な
料
金
設
定
が
出
て
く

る
。Solà/Y

am
am

ichi

（2015a
）,pp.86

�87.

（
３３
）

A
H

C
B

,Junta
de

C
om

erç,vol.15,ff.35

�49v.

（
３４
）

A
H

PB
,Sanjoan,

1092/9,ff.3v
�4.

（
３５
）
例
え
ば
、AH

PB
,F

orés,1008/9,ff.40v,42v,66v,68v,75,
77,79,81

（
い
ず
れ
も
一
七
六
二
年
）。
一
年
あ
た
り
の
徒
弟
の

飲
食
代
等
の
費
用
は
お
よ
そ
三
〇
リ
ウ
ラ
と
な
る
こ
と
か
ら
、
賃

金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
の
徒
弟
に
対
す
る
一
年
あ
た
り
の
報
酬

は
お
よ
そ
三
〇
リ
ウ
ラ
程
度
（
一
七
六
〇
年
代
）
で
、
イ
ン
フ
レ

率
を
考
慮
に
入
れ
る
と
一
八
世
紀
末
で
お
よ
そ
五
〇
リ
ウ
ラ
程
度

と
計
算
で
き
る
。

（
３６
）
皮
鞣
し
業
や
出
版
業
の
場
合
、
一
般
の
条
件
と
異
な
る
徒
弟
へ

の
賃
金
な
ど
を
約
束
す
る
場
合
に
文
書
で
の
契
約
が
結
ば
れ
る
例

が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
高
額
の
賃
金
が
約
束
さ
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
徒
弟
契
約
を
利
用
し
て
ギ
ル
ド
に
所
属
す

る
職
人
以
外
の
労
働
者
が
雇
わ
れ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。Solà/Y

am
am

ichi

（2015b

）.

な
お
、
一
八
世
紀
マ
ド
リ
ー

ド
の
手
工
業
者
の
徒
弟
契
約
を
体
系
的
に
調
査
し
た
ニ
エ
ト
ら
に

よ
れ
ば
、
マ
ド
リ
ー
ド
で
は
よ
り
詳
細
な
待
遇
が
明
記
さ
れ
る
場

合
が
多
か
っ
た
。N

ieto
Sánchez,J.A

./Zofío
Llorente,J.C

.

（2014b

）,“E
lacceso

alaprendizaje
artesano

en
M

adrid
du-

rante
la

E
dad

M
oderna”,

C
astillo

,
Santiago

（ed
.

）,
E

l
m

undo
del

trabajo
y

el
asociacionism

o
en

E
spaña.

C
ollegia,

grem
ios,

m
utuas,

sindicatos.
A

ctas
del

V
II

C
ongreso

de
H

is-
toria

Social
de

E
spaña

,
M

adrid
,

24
al

26
de

octubre
de

2014,

（C
D

R
om

）.

同
論
文
冒
頭
に
は
、
仕
立
て
師
の
徒
弟
が
眠

る
ベ
ッ
ド
に
つ
い
て
の
記
述
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
３７
）

E
pstein

（1998/2008

）,p.60.

（
３８
）

D
e

M
unk,B

./
Soly,H

.

（2007

）,“‘Learning
on

the
Shop

Floor’
in

H
istorical

Perspective”,
in

D
e

M
unck

/
K

aplan
/

Soly

（eds.

）,p.12.

（
３９
）

A
H

C
B

,Junta
de

C
om

erç,vol.21,ff.1

�8

（1769

）;15

�31

（1770

�75

）.

（
４０
）

ibid.,vol.17,ff.141

�157.

（
４１
）
親
方
の
死
亡
そ
の
他
の
理
由
で
規
約
が
定
め
る
徒
弟
期
間
を
満

了
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
徒
弟
は
他
の
親
方
の
下
で
残
り
の
期

間
の
修
行
を
行
っ
た
。
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の
場
合
に
は
複
数
回
の

契
約
を
結
ん
だ
徒
弟
の
数
は
一
割
を
超
え
、
今
回
収
集
し
た
契
約

の
文
書
数
は
一
一
二
二
件
、
本
人
お
よ
び
両
親
の
姓
名
・
出
身

地
・
職
業
な
ど
か
ら
同
一
人
物
と
判
断
さ
れ
た
も
の
（
一
七
七
件
、

全
体
の
一
五
・
七
八
％
）
を
引
く
と
、
徒
弟
の
人
数
は
九
四
五
人
で

あ
っ
た
。

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
三
五
（
一
三
五
）



（
４２
）
一
八
二
五
年
以
降
、
経
済
活
動
の
自
由
化
を
進
め
よ
う
と
す
る

王
権
の
求
め
に
よ
り
、
当
該
ギ
ル
ド
で
徒
弟
修
行
を
行
っ
て
い
な

く
て
も
能
力
が
あ
る
者
に
親
方
資
格
を
出
す
よ
う
に
な
る
。（
王
権

は
一
七
七
七
年
に
、
全
国
の
ギ
ル
ド
に
対
し
て
ス
ペ
イ
ン
国
内
や

カ
ト
リ
ッ
ク
の
外
国
で
修
行
を
行
っ
た
親
方
や
職
人
の
加
入
を
認

め
る
よ
う
命
じ
た
王
令
を
出
す
の
で
あ
る
が
、
ギ
ル
ド
規
約
や
ロ

ー
カ
ル
な
慣
行
が
す
ぐ
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
九
七
年
に

再
度
、
他
所
で
の
親
方
資
格
を
持
つ
者
の
受
け
入
れ
と
、
ギ
ル
ド

の
親
方
試
験
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
誰
で
も
試
験
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
る
王
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。）
こ
の
結
果
、

ベ
ー
ル
織
り
職
人
ギ
ル
ド
で
は
マ
ン
レ
ザ
か
ら
多
く
の
同
業
の
親

方
の
加
入
が
見
ら
れ
、
ギ
ル
ド
の
名
簿
に
「
マ
ン
レ
ザ
人
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
作
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
加
入
は
一
人
の
レ
ウ
ス

の
同
業
親
方
と
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト
織
り
ギ
ル
ド
の

親
方
で
あ
る
。
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
で
は
、
従
来
か
ら

冬
期
に
バ
タ
ー
と
一
緒
に
木
綿
や
ウ
ー
ル
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
な
ど

を
行
商
に
来
て
い
た
「
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
の
バ
タ
ー
売
り
」
に
対
し
、

二
二
リ
ウ
ラ
を
ギ
ル
ド
に
納
め
る
こ
と
で
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
内

に
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
な
ど
を
売
る
店
を
開
く
こ
と
を
許
可
す
る
。
一

七
七
七
／
九
七
年
の
王
令
に
つ
い
て
、H

err,R
.

（1969

）,T
he

E
ighteenth

C
entury

R
evolution

in
Spain

,Princeton,p.
126

;
La

Force

（1965

）,pp.77

�78.

「
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
の
バ
タ
ー
売

り
」
に
つ
い
て
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
者
ギ
ル
ド
総
会
で
の
決
定

は
、A

H
PB

,M
orelló

i
M

as,1222/6,ff.113v.,118

（1828

）.

（
４３
）

A
H

PB
,G

ibert,1072/13,any
1789,ff.3

�8.

親
方
の
総
数

は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
親
方
資
格
試
験
の
前
に
身
元
保
証
人

と
な
る
親
方
が
ギ
ル
ド
の
役
員
会
に
申
請
す
る
決
ま
り
に
な
っ
て

お
り
、
通
常
の
年
に
は
何
ら
か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
働
い
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
４４
）

Solà/Y
am

am
ichi

（2015a

）,pp.82

�83.

た
だ
し
、
地
理
的

な
分
布
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
執
筆
後
に
よ
り
詳
細
に
出
身
町
村

単
位
で
の
分
析
を
し
直
し
た
。

（
４５
）
一
七
七
〇
年
か
ら
一
八
三
四
年
の
同
ギ
ル
ド
の
親
方
資
格
取
得

者
の
う
ち
の
市
内
出
身
者
の
割
合
は
、
一
七
九
〇
年
代
に
五
五
％

台
に
落
ち
込
む
も
の
の
、
他
の
時
期
に
は
一
貫
し
て
六
〇
％
を
超

え
て
い
た
。Solà/Y

am
am

ichi

（2015a

）,C
uadro

5.

（
４６
）
契
約
途
中
で
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
者
も
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
を
検
討
す
る
史
料
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

デ
・
ム
ン
ク
と
ソ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
末
期

の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
史
料
を
得
ら
れ
る
ギ
ル
ド
の
徒
弟
の
う
ち
の

三
〇
％
程
度
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
ウ
ィ
ー
ン
で
は
二

〇
％
（
製
本
業
）
か
ら
五
七
％
（
錠
前
工
）
の
徒
弟
が
契
約
期
間

を
満
了
し
な
か
っ
た
。D

e
M

unk/Soly

（2007

）,pp.9

�10.

（
４７
）

A
H

C
B

,G
rem

is,
F

ons
G

rem
ial

E
special,

V
elers,2B

�42

�5.

ギ
ル
ド
へ
の
登
録
料
は
一
リ
ウ
ラ
四
デ
ィ
ネ
ー
と
安
か
っ
た
た
め
、

登
録
せ
ず
に
働
い
た
者
が
多
く
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
４８
）
山
道
（
二
〇
一
四
）、
六
八
―
六
九
頁
。
使
用
し
た
遺
言
書
は

親
方
お
よ
び
職
人
の
文
書
三
二
〇
件
、
妻
お
よ
び
未
亡
人
の
文
書

二
二
二
件
で
あ
る
。

（
４９
）
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
と
マ
ン
レ
ザ
を
中
心
と
し
た
徒
弟
制
度
に
よ
る

地
理
的
な
移
動
に
つ
い
て
、Solà,Á

./V
irós,Ll./Y

am
am

ichi,Y
.

（2016
）,“Inm

igración
y

producción
sedera

en
B

arcelona,

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
三
六
（
一
三
六
）



1770

�1834”,
com

unicación
al

X
I

C
ongreso

de
la

A
D

E
H

,
C

ádiz,21

�24
de

junio
2016.

（
口
答
発
表
、
未
刊
行
）

（
５０
）
労
働
力
の
移
動
と
技
術
伝
播
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
エ
プ
ス
タ

イ
ン
も
、
宗
教
改
革
後
の
多
く
の
ユ
グ
ノ
ー
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
や
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
移
民
な
ど
、
半
ば
強
制
的
な
移
動
の
場
合
に
は

国
境
や
言
語
圏
を
超
え
て
の
移
動
と
技
術
伝
播
が
起
こ
る
が
、
自

然
な
移
動
は
あ
く
ま
で
も
制
度
的
文
化
的
に
同
質
な
範
囲
内
で
起

こ
る
と
述
べ
る
。E

pstein

（1998/2008

）,pp.75

�76.

（
５１
）
モ
ラ
ル
・
ロ
ン
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
マ
ド
リ
ー
ド
の
手
工
業
ギ
ル

ド
の
親
方
の
な
か
で
史
料
を
得
ら
れ
た
六
四
三
人
の
う
ち
、
同
市

お
よ
び
現
在
同
市
に
含
ま
れ
る
同
市
近
郊
の
出
身
者
は
三
七
・
八
％

に
と
ど
ま
っ
た
。M

oralR
oncal,A

.

（1998

）,G
rem

ios
e

ilus-
tración

en
M

adrid

（1775

�1836
）,M

adrid,p.99.

ま
た
、
ニ

エ
ト
の
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
同
市
出
身
者
の
割
合
は
ギ
ル
ド

に
よ
り
異
な
り
、
最
も
低
い
仕
立
て
師
ギ
ル
ド
の
場
合
、
市
内
出

身
の
親
方
は
一
七
二
〇
年
に
一
七
％
、
一
七
九
〇
年
に
一
三
・
一
％

だ
っ
た
が
、
大
工
ギ
ル
ド
の
親
方
で
は
同
じ
年
に
四
二
・
九
％
、
六

五
・
三
％
だ
っ
た
。N

ieto
Sánchez,J.A

.

（2013

）,“E
lacceso

al
trabajo

corporativo
en

el
M

adrid
del

siglo
X

V
III:una

pro-
puesta

de
análisis

de
cartas

de
exam

en
grem

ial”,
Investi-

gaciones
de

H
istoria

E
conóm

ica
,9,pp.101,103

�104.

バ
レ

ン
シ
ア
の
絹
織
物
ギ
ル
ド
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
一
六

世
紀
後
半
に
は
親
方
の
息
子
が
三
分
の
一
、
そ
れ
以
外
の
「
地

元
」
出
身
者
が
四
割
強
で
、「
余
所
者
」
と
外
国
人
は
合
わ
せ
て
二

割
か
ら
三
割
程
度
だ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
ギ
ル
ド
は
閉

鎖
性
を
強
め
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
後
に
は
地
元
出
身
者
（
親
方

の
息
子
を
含
む
）
が
九
割
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（「
地
元
」
は

バ
レ
ン
シ
ア
王
国
、「
余
所
者
」
は
そ
れ
以
外
の
ス
ペ
イ
ン
人
を
指

す
）。
バ
レ
ン
シ
ア
の
場
合
、
工
房
は
大
半
が
市
内
に
あ
っ
た
も
の

の
、
ギ
ル
ド
は
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
／
地
方
全
体
を
対
象
と
し
、
市

内
出
身
者
で
あ
る
か
否
か
の
別
は
わ
か
ら
な
い
。Franch

（2014

）,
pp.45,49.

（
５２
）
一
七
七
〇
年
か
ら
一
八
一
七
年
の
遺
言
書
に
よ
る
絹
を
扱
う
手

工
業
者
全
体
を
対
象
と
し
た
分
析
で
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
が
得

ら
れ
た
。
山
道
（
二
〇
一
四
）、
六
七
―
七
〇
頁
。

（
５３
）
親
方
や
職
人
の
妻
の
遺
言
書
を
分
析
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
の
開
放
的
な
特
性
は
、

親
方
や
職
人
の
結
婚
戦
略
に
も
あ
て
は
ま
り
、
同
業
の
家
庭
の
間

で
の
婚
姻
は
少
な
く
、
エ
ン
ド
ガ
ミ
ー
は
限
定
的
だ
っ
た
。
山
道

（
二
〇
一
四
）、
七
一
―
七
三
頁
。

（
５４
）

W
allis,P./W

ebb,C
./M

inns,C
.

（2010

）,“Leaving
hom

e
and

entering
services

:the
age

of
apprenticeship

in
early

m
odern

London”,C
ontinuity

and
C

hange,25

（3

）,p.378.

（
５５
）
前
述
の
研
究
に
お
い
て
ウ
ォ
リ
ス
た
ち
が
行
っ
た
調
査
は
驚
異

的
で
あ
る
。
彼
ら
は
ロ
ン
ド
ン
（
シ
テ
ィ
ー
）
の
七
八
ギ
ル
ド
の

徒
弟
名
簿
の
情
報
（
一
五
七
五
年
か
ら
一
八
一
〇
年
の
一
八
万
五

〇
三
二
人
分
）
を
、InternationalG

enealogicalIndex

（IG
I

）

の
洗
礼
デ
ー
タ
と
ク
ロ
ス
さ
せ
、
二
万
二
一
五
六
人
分
の
徒
弟
開

始
年
齢
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
得
て
い
る
。

（
５６
）
二
五
歳
未
満
と
い
う
記
述
が
で
て
く
る
の
は
、
当
時
の
バ
ル
セ

ロ
ー
ナ
の
法
制
度
で
十
分
な
責
任
能
力
を
問
わ
れ
な
い
年
齢
で
あ

る
が
、
徒
弟
が
親
方
の
家
の
物
を
盗
ん
だ
り
壊
し
た
り
し
た
と
き

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
と
徒
弟
制
度

一
三
七
（
一
三
七
）



に
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
一

七
八
五
年
以
降
の
文
書
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。

（
５７
）

Solà/Y
am

am
ichi

（2015a

）,pp.87

�88.
（
５８
）
デ
・
ム
ン
ク
と
ソ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
パ
リ
お
よ
び

ウ
ィ
ー
ン
で
は
平
均
し
て
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
、
ベ
ル
リ
ン
で
は

一
四
歳
か
ら
一
六
歳
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
の
ア
ン
ト
ウ
ェ

ル
ペ
ン
で
は
一
二
歳
か
ら
二
五
歳
と
年
齢
の
幅
は
広
か
っ
た
も
の

の
、
平
均
す
る
と
一
五
歳
か
ら
一
六
歳
だ
っ
た
。
シ
ュ
タ
イ
デ
ル

に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
ウ
ィ
ー
ン
の
絹
織
物
業
で
は
一
三
歳
か

ら
一
五
歳
で
あ
り
、
一
〇
歳
未
満
の
事
例
は
な
か
っ
た
。
ウ
ォ
リ

ス
ら
の
挙
げ
る
例
に
よ
れ
ば
、
一
八
〇
〇
年
頃
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の

大
工
ギ
ル
ド
で
は
一
八
歳
か
一
九
歳
だ
っ
た
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
孤
児
院
で
は
六
歳
か
七
歳
で
子
供
を
徒
弟
修
行
に
出
し
た
と
い

う
記
録
も
あ
る
。
彼
ら
の
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

業
種
と
時
代
に
よ
る
差
は
大
き
く
あ
る
も
の
の
、
一
六
世
紀
末
に

は
一
八
歳
だ
っ
た
平
均
年
齢
が
、
一
九
世
紀
初
め
に
は
一
五
・
五
歳

に
下
が
っ
た
と
い
う
。D

e
M

unk/Soly

（2007
）,pp.17

�18
;

Steidl,
A

.

（2007

）,“Silk
w

eaver
and

purse
m

aker
appren-

tices
in

eighteenth-and
nineteenth-century

V
ienna”,

in
D

e
M

unk/
K

apan/
Soly

（eds.

）（2007

）,p.142
;W

allis/W
ebb/

M
inns

（2010

）,pp.379,389.

（
５９
）

A
H

PB
,F

orés,1008/7

�9.

（
６０
）

Franch

（2014

）,p.65.

史

学
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